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決算審査特別委員会 
 

令和６年９月１０日午前９時から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

   ◎木澤 正男      ○小城 世督      溝部真紀子 

    齋藤 文夫       伴  吉晴      横田 敏文 

    奥村 容子 

中 川 議 長  

 

２．理事者出席者     

町     長  中西 和夫    副 町 長  加藤 惠三 

教 育 長  山本 雅章    総 務 部 長  西巻 昭男 

政策財政課長  中尾 歩美    住民生活部長  栗本 公生    

住民生活部次長  北  典子    福 祉 課 長  中原  潤    

同 課 長 補 佐  羽根田久枝    同 課 長 補 佐  明石 将樹    

同 係 長  市川 由真    国保医療課長  猪川 恭弘    

同 課 長 補 佐  細川 友希    都市建設部長  上田 俊雄    

建設農林課長  手塚  仁    同 課 長 補 佐  田中 弘二    

同 課 長 補 佐  乾  裕貴    都市創生課長  福居 哲也    

同 課 長 補 佐  上田 和弘    同 課 長 補 佐  田口三十士    

同 課 長 補 佐  竹山  潔    同 係 長  菅田 修久    

上下水道課長  岡村 智生    同 課 長 補 佐  平本 吉男    

会 計 管 理 者  安藤 晴康    教 育 次 長  本庄 徳光    

教委総務課長  仲村 佳真    同 課 長 補 佐  柳井孝一朗    

同 課 長 補 佐  松本 暢之    同 係 長  石丸 浩嗣    

生涯学習課参事  平田 政彦    同 課 長 補 佐  大野 彰彦    

同 課 長 補 佐  荒木 浩司    同 課 長 補 佐  今田 善友 

 

３．会議の書記 

議会事務局長         福田 善行     同  係  長  吉川 也子 
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４．審査事項      別紙のとおり 
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委員長 

 

 

 

 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

議 長 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

開会（午前９時） 

 

おはようございます。 

全委員出席されておりますので、ただいまから、本日の会議を開きます。 

昨日に引き続き、審査を行ってまいりたいと思います。 

それでは、昨日審査した消防費について補足説明があるとのことですので、

理事者の説明を求めます。 

 

 おはようございます。 

 昨日、奥村委員からご質問がございました災害用簡易トイレ備蓄の考え方に

つきまして、再度ご答弁をさせていただきたいと存じます。 

 災害用簡易トイレ備蓄の考え方につきましては、避難者想定人数を９千人、

１人１日あたりのトイレ回数を５回、最低必要日数を３日間との想定で、全体

のトイレ回数を１３万５千回と算出いたしました。このうち半数がマンホール

トイレ等を使用するものと仮定のもと、６７，５００回分について令和６年度

から２か年で備蓄する計画で進めているところでございます。以上です。 

 

中川議長。 

 

昨日の１日７回使用の１万人っていうのはなんでしたかな。 

 

７回というのも言われているんですけども、予算を算定させていただいた時

は、５回ということで算定をさせていただきました。５回であるか、７回であ

るかというのは、それぞれ回数もございますんで、そのあたりについては最低

５回は必要であろうということで、今回６７，５００回で予算措置をさせてい

ただいて、６年度から２か年で進めさせていただいているところでございま

す。以上です。 

 

それとマンホールトイレ、あんなん回数に限りあるの、マンホールに流れて

いくだけちゃうの。 
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総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

総務部長 

 

 

委員長 

 

マンホールトイレでございますけれども、今、議長の方が申されたとおり、

マンホールの上に簡易のトイレを置きまして、覆いをかぶせさせていただい

て、それを使っていただくというトイレでございます。 

それにつきましては、マンホールの中に流していくというシステムで、その

トイレの使用ができるものでございまして、そのあたりと、なおかつ全体的に

トイレがすべて死んでいるといったらおかしいですけども、使用できることも

ないだろうということと、仮設のトイレございますですね、あのトイレも順次

調達できるではないんかということを想定して、現在改めて簡易用トイレのほ

うを備蓄させていただいて増強を図っているところでございます。 

 

聞いているのは、１日５回といっているけども、マンホールトイレなんか５

回どころかずっと置いておいたらずっと使えるんと違うのということを言って

いるねん。 

 

能登半島の災害時においては、いわゆる上水道が全然使えなくなったよと、

そういったところで、マンホールトイレの方もなかなか使えなかったという状

況もございまして、いわゆる簡易トイレのほうの備蓄を進めた方もいいんじゃ

ないかという情報というか、そういったものも勘案した中で、進めているもの

でございます。 

マンホールトイレは言われたように流れていくものでございますけれども、

それだけではなくて、そういったものも使っていただいて、出すことが一番大

事なことですんで、出せる状況をつくっていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 

西巻総務部長。 

 

簡易トイレなんですけども、これは袋の中でしていただくトイレで、凝固剤

で固めていくトイレ。 

 

暫時休憩します。 
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（ 午前９時０４分 休憩 ） 

（ 午前９時０６分 再開 ） 

 

再開します。 西巻総務部長。 

 

簡易トイレのほうを６７，５００回分、今２か年で調達することとする。そ

れに加えまして、マンホールトイレのほうもございますんで、そのあたりで避

難所のほうのトイレのほうの充実をはかってまいりたいというふうに存じます

ので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

ほか、よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

認定第３号 令和５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定についての審査を行います。 

理事者の説明を求めます。 栗本住民生活部長。 

 

おはようございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、認定第３号 令和５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、ご説明申しあげます。 

はじめに、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

失礼して着席をさせていただきます。 

恐れ入りますが、令和５年度 歳入歳出決算書の２２ページをご覧くださ

い。 

令和５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は、歳入総額が、

２８億５，７５５万４，１２３円、歳出総額が、２８億９，８５０万５，２１

０円、歳入歳出差引額は、４，０９５万１，０８７円の歳入不足となりまし
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た。 

このため、令和６年度会計において、繰上充用の予算補正の措置を行い、決

算を終えているところでございます。 

それでは、決算の状況につきまして、歳出の部から各款ごとにご説明いたし

ます。主要な施策の成果報告書資料編、１７３ページから１７８ページ、第１

款 総務費であります。 

はじめに、１７３ページ 第１項 総務管理費、第１目 一般管理費であり

ます。国民健康保険事業に携わる職員の人件費及び事務の執行に要する費用を

支出しました。国保被保険者の産前産後に係る保険税の免除が令和６年１月か

ら始まるため、対応するシステム改修を実施をいたしました。令和５年度末現

在の国民健康保険の加入世帯数は３，２３０世帯であり、総世帯に占める割合

は２６.４％、被保険者数は４，９１２人であり、総人口に占める割合は１

７．５％となっております。被保険者数は、前年度と同様、団塊の世代の方の

後期高齢者医療制度への移行により、減少傾向となっています。 

次に１７４ページ、第３目 共同事業負担金であります。国民健康保険事業

の県単位化に伴い、医療費通知やジェネリック医薬品の差額通知など、各市町

村が共通して実施していた事業を、県の国保事務支援センターで共同事業とし

て実施しており、その事業に対する負担金を支出しました。 

次に、１７５ページから１７８ページ、第２項 徴税費であります。国民健

康保険税の賦課徴収に携わる職員の人件費及び賦課計算業務委託料等に係る費

用を支出しました。 

１７６ページには、現年課税分の状況について、上段の表に記載していま

す。一番下、令和５年度の合計欄でありますが、調定額５億１，０２２万３，

９２１円に対し、収入済額は４億９，４２１万４，６４７円で、収納率は９

６．７％で、前年度比１．３ポイントの減となっております。収納率の減少の

主な要因といたしましては、団塊の世代の被保険者が後期高齢者医療に移行さ

れることで、国保税の特別徴収が占める割合が減少し、全体としての収納率に

も影響がでているところでございます。 

次に１７７ページ 滞納繰越分の状況でございます。一番下の行になります

が、調定額６，１６１万４，９２９円に対し、収入済額は１，１０４万６００

円で、収納率は１７．９％で、前年度比１．０ポイントの増となっておりま
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す。なお、滞納処分の実施状況につきましては、１７５ページにお戻りいただ

きまして、差押で８件、滞納額９６万４千円を処分しました。また、換価・配

当があったものは９件、金額で１００万２千円となっております。 

次に１７８ページ、不納欠損処分の状況であります。処分人数は７０人、金

額で８２９万１１８円となっています。 

次に、第３項 運営協議会費であります。令和５年度の国民健康保険運営協

議会は３回開催し、国保特別会計の予算・決算の状況、特定健康診査の実施状

況、適正な保険税率等について審議をいただきました。令和６年度からの奈良

県の統一保険税率への税率の改正を行ったところでございます。 

次に、１７９ページから１８２ページ、第２款 保険給付費であります。は

じめに、第１項 療養諸費は、前年度と比較しますと１，１３７万７，３６０

円の減となっています。被保険者の減少により、保険給付も減少したものと考

えています。 

次に１８１ページ、第２項 高額療養費であります。前年度と比較します

と、６９２万２，９７９円の増となっています。 

次に、１８２ページ、第４項 出産育児諸費であります。出産育児一時金の

給付件数は１９件で、前年度と比較して３件の増となっています。次に、第５

項 葬祭諸費であります。葬祭費の給付件数は３０件で、前年度と比較して、

１件の増であります。次に、第６項 傷病手当金であります。新型コロナウイ

ルス感染症により、就業できなかった期間の給付として、１件の申請がありま

した。 

次に１８３ページから１８４ページ、第３款 国民健康保険事業費納付金で

あります。国民健康保険事業の県単位化に伴い、保険給付に要する費用を奈良

県が全額負担することとなるため、その財源として、各市町村は、県から示さ

れた事業費納付金を納めることとなっています。第１項 医療費給付費分で５

億６，７６８万７，５０９円、第２項 後期高齢者支援金等分で１億７，１２

１万１，４５３円、１８４ページの第３項 介護納付金分で５，４６４万３，

９４５円を納付しました。 

次に、第４款 共同事業拠出金であります。退職者医療に係る事務拠出金を

支出しています。 

次に、１８４ページ、第５款 財政安定化基金拠出金であります。天災等の
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特別な理由による収納不足などが生じた場合に、奈良県の基金から収納不足分

の２分の１以内で交付を受けることができ、県内でこうした基金から交付があ

った場合、その財源について、国、県、市町村が３分の１ずつ負担することと

なっています。なお、令和５年度では拠出はございませんでした。 

次に１８５ページから１８６ページ、第６款 保健事業費であります。はじ

めに 第１項 保健事業費では、人間ドック健診の助成として９７件、１８３

万１，０７３円の助成を行っています。また、医療費適正化対策として、エイ

ズパンフレットを購入し、被保険者に配布をいたしました。 

次に、１８６ページ、第２項 特定健康診査等事業費では、生活習慣病を引

き起こすメタボリックシンドロームを早期に発見するため、特定健康診査及び

特定保健指導に要する費用を支出しています。特定保健指導では、利用勧奨等

を行い、生活習慣病の重症化予防の充実を図りました。 

次に、第７款 基金積立金であります。積立はございませんでした。 

次に、第８款 公債費でありますが、一時借入金等はありませんでした。 

次に、１８７ページ、第９款 諸支出金であります。はじめに、第１項 償

還金及び還付加算金であります。過誤納付となった国民健康保険税を還付する

ほか、前年度に超過交付となりました交付金を精算還付したものでございま

す。 

次に、１８８ページ、第２項 療養費等指定公費立替金であります。高齢者

受給者の自己負担額の軽減を図るための町の一時立て替えについては、支給が

ございませんでした。 

次に、第１０款 予備費の充用については、社会保険に加入し手続きがなさ

れていない人に対し、職権等により資格を更正したことで償還金が増加したた

め、予備費を充用して支出したものでございます。 

最後に、第１１款 前年度繰上充用金であります。令和４年度会計において

５，１４２万４，５９６円の歳入不足が生じたことから、令和５年度会計で繰

上充用したものでございます。 

続きまして、歳入決算の状況についてでございます。 

恐れ入ります、１７１ページにお戻りください。第２表として歳入決算の内

訳を記載しております。なお、この表の決算額は千円単位で表記しているもの

でありますことを、予めご承知ください。 
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１行目、第１款 国民健康保険税の決算額は５億５２５万５，２４７円であ

ります。前年度と比較して１６９万２，９６９円、０．３％の減となっていま

す。被保険者の減少が主な要因でございます。 

次に、第２款 使用料及び手数料は督促手数料を収納したものでございま

す。 

次に、第３款 県支出金の決算額は２１億３，２７２万１，３１１円であり

ます。前年度と比較して４７９万９，３９５円の減となっています。保険給付

相当分であります普通交付金でありますが、歳出で説明させていただきました

ように、被保険者の減少により減っております。 

次に、第４款 財産収入では、収入はございませんでした。 

次に、第５款 繰入金の決算額は２億１，６８７万８，９５９円でありま

す。国民健康保険事業の運営に必要となる人件費を含む事務経費などの法定の

繰入金を一般会計から繰り入れたものでございます。 

次に、第６款 繰越金では、決算余剰金は発生しておりません。 

次に、第７款 諸収入では、決算額が２４７万３，１０６円であります。国

民健康保険税の延滞金のほか、第三者行為により発生した保険給付に係る損害

賠償金、不正・不当な医療に係る返納金が主なものでございます。 

最後に 第８款 国庫支出金 の決算額は５万４千円であります。社会保障・

番号制度システム整備費補助金として交付を受けました。 

以上で、認定第３号 令和５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定についての説明とさせていただきます。 

よろしく審議をいただきまして、原案どおり認定いただきますようお願い申

しあげます。以上です。 

 

説明が終わりましたので、国民健康保険事業特別会計について、質疑をお受

けします。 伴委員。 

 

資料編の１７２ページ、ここに文章で県単位化、真ん中辺り、県単位化６年

が経過し、安定化が図られたと書いてますけど、最後の行の保険予防事業の積

極的な取組み、これはどういうことを今、町のほうやっていただいているの

か。歳出の抑制というのはなかなか難しい問題と違うかなと。実際のところ、
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委員長 

 

議 長 

 

 

 

 

委員長 

やはりこれ、病気であればお医者さんにも行きますし、その中で、健康という

ことでどういう取組みが、今後やっていかれるということでも結構ですので、

そのあたりちょっと教えていただきたいんですが。 

 

猪川国保医療課長。 

 

ご質問いただきました保健予防事業といいますのは、いわゆる特定健康診査

というのが義務づけられているものもございまして、それについていわゆる診

療を取り組んでいると。その中でいわゆるメタボリックシンドロームを原因と

した病気についてピックアップして、それについて保健事業を展開しておりま

して、例えば、糖尿病性の腎症予防ですとか、そういうものを積極的に重症化

しないような取組みを進める中で、予防事業ということで進めております。 

また、国民健康保険の被保険者に対して、人間ドックの受診も勧奨いたしま

して、それらの結果を提出していただくことによりまして、また保健指導のほ

うにつなげていくという形で今、進めているところでございます。 

 

伴委員。 

 

確かに、これをやったから今年度は抑制できたという数字を出していくのは

非常に難しい部分があると思いますけど、そういう事業を積極的に取り入れて

いただく、それでやはりこの財政の健全化というのをちゃんとしてほしいとい

うことを申しまして、私の質問とさせていただきます。以上です。 

 

ほかにございませんか。 中川議長。 

 

１８２ページの出産一時金やけど、令和４年度は６７２万円を１６人で割った

らちょうど４２万円になるんだけど、令和５年度は９３４万円を１９人で割っ

たら４９万１，５７９円になる、この違いは何か金額が変わってるのかな、補

助の。 

 

猪川国保医療課長。 
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議 長 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

国保医療

課長 

 

 

 

 

出産一時金は基本に今、５０万円が支給という対象になっておるんですけど

も、それについてはいわゆる産科医療費補償制度というのがありまして、その

保険料が１万２千円かかってまいります。その分も含めて５０万円を支給する

という形になっておるんですけれども、中にはその産科医療補償制度を受けら

れない方がございます。そういった部分で支給額が１万２千円減額になる部分

もございますので、そういった部分で満額になれば４８万８千円という方もい

らっしゃいますので、ちょっと数字のほうがきっちり割り切れない部分が出て

くるという状況になっております。 

 

その今の答弁で言ったら、この１万２千円が減る５０万円か４８万８千円。

これを割ったら４９万１，５７９円とかそんな数字なるねんけど、この端数は

どこで出てきよんの。千円単位でしか。休憩中違うのか。えらい失礼しまし

た。 

 

まだ当ててないから発言できません。 

 

千円単位でずれのは分かるけど、この端数。 

 

暫時休憩します。 

 

（ 午前９時２８分 休憩 ） 

（ 午前９時３０分 再開 ） 

 

再開します。 猪川国保医療課長。 

 

申し訳ございません。先ほど説明させていただいた部分をちょっと訂正させ

ていただきます。 

この５年度に出産一時金で給付をさせていただきましたのは、５年度から５

０万円になっておりますが、その５０万円で１７件で８５０万円、それ以前の

分で４２万円のときの分が、５年度になりまして請求がありましたので２件で
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委員長 

 

小城委員 

 

 

委員長 

 

国保医療

課長 

 

小城委員 

 

 

国保医療

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小城委員 

 

８４万円を支給しております。合計で９３４万円となっておりまして、１９件

ございますので、それを今割っていただきますと端数がちょっと生じる状況と

なっております。 

 

はい、分かりました。 

 

ほかにございますか。 小城委員。 

 

今の同じ出産一時金のところなんですけど、これって要件というのはありま

したでしょうか。出産一時金をもらえる要件。 

 

猪川国保医療課長。 

 

要件と申しますと、国民健康保険の被保険者の方であるということでして、

特にそれ以外の要件というのはございません。 

 

今１９人だと思うんですけど、これは申請をしてる人が１９人で全員なの

か、出産した人は何人ぐらいいて、そのうちの１９件なのかということを。 

 

まず、病院のほうとかで出産をされますと、その情報が国保連合会というと

ころを通じて市町村のほうに提供されますので、その段階で全て受けておられ

るという形は分かります。 

まず、今の出産一時金は保険診療ではないんですけども、いわゆる５０万円

を上限として５０万円が支給されますので、その部分は本来、本人が受け取る

出産一時金を医療機関が立て替える形で医療機関のほうから市町村のほうに請

求が来るという動きになってますので、本人さんに直接、支払う形ではないん

ですけども、それで今、全員が受けておられるというのは把握できる状況で

す。 

 

だから全員、受けてるということですね。 
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委員長 

 

 

 

 

国保医療

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

国保医療

おっしゃるとおりでございます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

そしたら私のほうからも少しお尋ねしたいんだけど、先ほど部長の説明の中

で、滞納が増えてるというふうにおっしゃったと思うんです。そのときに特別

徴収から普通徴収に変わってということで説明があったと思うんですけど。そ

この説明をもう少ししてもらえませんか。 猪川国保医療課長。 

 

先ほどの説明の中で、特別徴収のというような説明をさせていただきました

けども、数字だけを見ますと特別徴収というのはもう１００％徴収率になりま

すので、そういった部分で人数が減ってくる中で、後期へ移行される中で減っ

てきたので、全体として少し下がったということでの説明をさせていただいた

んですけれども、今、現状としてコロナが収束をする中で、収入面とか皆さん

戻ってこられてる部分はあるとは思うんですけども、コロナ期間中に蓄財、預

金ですとかそういった部分が出されたと、なくなってしまったというようなこ

とで相談を受けていると多く聞いてるところがございますので、そういった面

と、物価の高騰などによって支出が増えているという部分で相まって未納者が

増えているのではないかという分析は今、しております。 

先ほどの説明は普通徴収に、特徴の対象者が減ったというような説明をさせ

ていただいたんですけども、実際のところは今、申しあげたような状況なのか

なという分析をしております。 

 

ちょっとごめんなさい。そもそものところを聞きたいんですけど、介護保険

料とか後期高齢の保険料というのが年金から天引きで特徴になるというのは分

かるんですけど、国保税がその特徴から普通徴収に変わったというのはどの部

分のことを言ってるんですか。もともと特別徴収しかないでしょ。 

 

説明がちゃんとできてなかった、伝わってなかったと思います。 
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課長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

特別徴収の方は特別徴収としていらっしゃいます。国保の特別徴収は世帯の

状況が全員６５歳以上の世帯になれば、保険料は特別徴収に切り替わっていき

ますので、そういった部分で特別徴収の方の世帯については、いわゆる年金特

別徴収させていただきますので、徴収率が下がるということはないんですけど

も、そういった方々の人数が減っていく中で、全体の収納率が少し下がってき

てしまったのではないかという分析もありましたけれども、実際のところそう

いったコロナ収束以降の収入減の部分があったので、先ほど申しあげましたよ

うに、収入が減った中での余力が落ちていたので普通徴収の収納率が下がって

いる、収入が少なくなったという面で滞納される方も少し増えてきたという状

況になっているとは考えております。 

 

それでいいんですね、はい。 

この間、決算を見させていただいてて、確かにここ数年間、単年度実質収支

で黒字になってきているので、累積赤字も減ってきててこのままいったらなく

なっていくんかなというふうに思っていたところで、滞納が増えているという

状況になると、この累積赤字の解消にもならないでしょうし、会計としてはど

うなっていくのかなというふうにちょっと思ったんですけど、その見通しとい

うんですかね、令和５年度で、一応、単年度では１千万円黒字ですけど、収納

率がどんどん下がっていくと、やはりしんどいことになってくるのかなと思う

んですけど、そこはどうなんですか。 

 

おっしゃるとおり収納率がこのままもっと低下していくことになりますと、

もちろん一番収入の要であります保険税が減っていくということになります

と、いわゆる累積赤字を減らすお金も少なくなるということにもちろんなると

思いますけども、我々としてもその辺は今まで以上に密に滞納者に対してのア

プローチを取りまして、滞納がこれ以上増えないように努めてまいりたいとい

うふうには考えているところでございます。 

 

その滞納が増えている原因、先ほど説明もいただきましたけど、もうちょっ

と調査していただいて、どういう要因があるのかというのは把握した上での対

応が必要だというふうに思いますので、その点もお願いをしておきたいのと、



 - 15 - 

 

 

 

 

 

国保医療

課長 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

国保医療

課長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

あと県から示される納付金の算定基準の話なんですけど、以前、統一化を進め

る最初の頃は、現年度分と滞納繰越分と合わせてということで保険料納付金算

定の基準になっていたかと思うんですけど、今の算定基準というのはどういう

ふうになってるんですか。 

 

今おっしゃっていただきましたように、現年度分の収納部分と滞納繰越分の

収納部分を足した額で算定していくというのは変わっておりません。 

 

現年度分で滞納が発生しても、滞納繰越分できちっと徴収していけるんだっ

たら、何とか赤字を出さないということも努力をすればできるのかもしれませ

んけど、これについては、先ほどおっしゃいましたように、原因の分析が必要

だというのと、あと、もともと市と町とで収納率の数字が違ったという点につ

いて、この間、県に対してそれはおかしいんじゃないかということで、町のほ

うからも声をあげていただいてたと思うんですけど、それについては今という

か今後というか、どういうふうになっていく見通しなんでしょうかね。 

 

今現時点では先ほどおっしゃっられたように市の部分で９７％、町村で９９

という設定になっておりますが、それについては令和６年度から市の部分は９

８に引き上げられました。 

この部分についても最終的には全市町村同じ率にしていくということでの考

え方は今ありますので、そのようになっていく予定であります。 

 

分かりました。その点については解消に向けて動いているということで認識

をしておきます。 

今回、ちょっと収納率が下がってきてるという点については心配を覚える面

もありましたけども、基本的に県から示される納付金を納めていって赤字が発

生しないのかなあという形では考えてたんですが、以前から言ってますよう

に、やはり国保税については高過ぎるという点の解消といいますか、それは町

だけではできないと思いますけども、国・県にやはり財政支援を求めてです

ね、引き下げていくということが必要だという点について、ちょうどこの令和

５年度から一般会計の法定外繰入れをストップしたということで、累積赤字の
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解消ということで、これまで一般会計からの繰入れをしてきてましたけど、今

後はその時点でも累積赤字が減っていくのかという心配と、あともうひとつ、

やはり高過ぎる国保税を引き下げていくという観点からも、私は繰入れをして

いく必要があるというふうに考えてますので、併せて国県に対して引き続き、

要望していただきたいと思います。 

この国保特会につきましては、もう予算の時点で値上げで反対させていただ

いておりますので、それが執行された決算ですので、これについては問題があ

るというふうに意見として申しあげておきたいと思います。以上です。 

ほかによろしいですね。 

 

（ な  し ） 

 

それではこれをもって、国民健康保険事業特別会計に対する質疑を終結しま

す。 

次に、認定第４号 令和５年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についての審査を行います。 

理事者の説明を求めます。 栗本住民生活部長。 

 

それでは、認定第４号 令和５年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、ご説明申しあげます。 

はじめに、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

失礼して着席をさせていただきます。 

令和５年度歳入歳出決算書の２８ページをご覧ください。 

令和５年度介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算は、歳入総

額が２６億６，９８７万８６４円、歳出総額が２６億５，３８３万６，４０８

円、歳入歳出差引額は１，６０３万４，４５６円の黒字となりました。 

次に、本決算書の３４ページをご覧ください。 

令和５年度介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定）歳入歳出決算
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は、歳入総額が１，４９７万９，１２８円、歳出総額が１，１４１万７８０円

歳入歳出差引額は３５６万８，３４８円の黒字となりました。 

それでは、保険事業勘定の決算の状況につきまして、歳出の部から、各款ご

とにご説明申しあげます。 

主要な施策の成果報告書資料編の１９２ページから１９４ページの、第１款 

総務費であります。はじめに１９２ページ、第１項 総務管理費であります。

介護保険事務に携わる職員の人件費及び事務の執行に要する費用について支出

しました。要介護認定の状況を表に記載をしておりますが、要支援２の認定者

数が、令和４年度と比較して大きく増加しているところでございます。 

次に本ページから１９３ページの、第２項 徴収費であります。介護保険料

の賦課徴収事務に要する費用について支出しました。令和５年度の介護保険料

の状況であります。現年度保険料の調定額５億１，２８５万４，５６０円に対

し、還付未済額を除いた収入済額は５億１，１６３万２千円で、収納率は前年

度と比較し０．１ポイント増の９９．８％となっております。 

次に１９３ページ 滞納繰越分の状況は、調定額３０６万３，２００円に対

し、収入済額は６８万６，８３０円で、収納率は２２．４％となっています。

次に、第３項 介護認定審査会費では、介護認定審査会を設置している王寺周

辺広域休日応急診療施設組合に対する負担金や認定調査、主治医意見書の作成

などに要する費用について支出しました。 

次に１９４ページの、第４項 趣旨普及費では、介護保険制度の啓発パンフ

レットを作成をしております。次に、第５項 介護保険運営協議会費では、第

９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定等について審議をするため、運

営協議会を開催をしました。次に、第６項 地域包括支援センター運営協議会

費では、地域包括支援センターの適切な運営等について審議いただくため、運

営協議会を開催をいたしました。 

次に１９５ページから１９７ページ、第２款 介護給付費であります。第８

期介護保険事業計画における、令和５年度の標準給付費に対する介護給付費の

執行割合は８９．８％となっています。はじめに、第１項 介護サービス等諸

費であります。要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス、施設サービス、

地域密着型サービス、居宅介護サービス計画の作成、福祉用具の購入、住宅改

修などに係る給付費について支出しました。前年度と比較して、件数で１，１
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８５件、給付費で１億４８０万円の増となっています。増となっている主なサ

ービス種目は、居宅介護サービス給付であります。次に、第２項 介護予防サ

ービス等諸費であります。要支援認定を受けた被保険者の介護予防サービス、

介護予防サービス計画の作成、福祉用具購入、住宅改修等に係る給付費につい

て支出しました。前年度と比較して、件数で１，０７５件、給付費で２，１２

５万２千円の増となっております。 

次に、１９６ページの第３項、その他諸費では、介護報酬の請求に係る審査

事務の手数料について支出しました。次に、第４項 高額サービス等費では、

高額介護サービス及び高額介護予防サービスに要する費用について支出しまし

た。同一月に利用した介護サービスの自己負担額が一定額を超えた場合等に、

その給付を行うものであります。次に、第５項 高額医療合算サービス等費で

は、高額医療合算サービスに要する費用について支出しました。介護保険の限

度額と国民健康保険や後期高齢者医療などの医療保険の自己負担額を合算し、

その負担限度額の超過額のうち、介護保険に係る負担分について給付をするも

のでございます。 

次に１９７ページの、第６項 特定入所者介護サービス等費では、低所得の

要介護認定者等が、施設サービスや短期入所サービスを利用した場合に、食費

や居住費に係る自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について給付す

るものでございます。次に、第７項 特別給付費では、地域支援事業対象外で

ある介護用具の支給における住民税課税者分や、緊急通報装置の設置推進にお

ける要介護・要支援認定者の機器レンタル分について給付するものでございま

す。 

次に１９８ページ、第３款 基金積立金では、介護保険給付費準備基金への

積立金として、令和４年度決算における黒字収支分及び当該基金の運用益３，

７２２万６，６０４円を積み立てています。 

また、４千万円の基金の取崩しを行ったことから、令和５年度末の基金現在

高は、３億３，２７９万２千円となっているところでございます。 

次に１９９ページから２０８ページ、第４款 地域支援事業費であります。

はじめに第１項 介護予防・生活支援サービス事業費であります。介護予防・

生活支援サービス事業に要する費用について支出をいたしました。第１目 介

護予防・生活支援サービス事業費では、前年度と比較して、件数で４２０件、
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給付額では９９５万１千円の増となっています。第２目 介護予防ケアマネジ

メント費では、前年度と比較して、件数で３０３件、給付額で１０５万８千円

の増となっております。どちらの科目においても要支援者が受けるサービスで

ありますので、要支援者数の増加に伴い、決算額も増額となっております。 

次に、２００ページから２０２ページの、第２項 一般介護予防事業費であ

ります。全ての高齢者を対象とした運動器機能向上教室・口腔機能向上教室・

認知症予防教室等を実施をしました。また、地域における住民主体の介護予防

の取組みを強化するため、人材育成や活動支援を行いました。また、高齢者の

保健事業と介護予防事業の一体的な実施では、地域全体で高齢者を支え、健康

寿命の延伸につなげることを目的に、高齢者の状態把握や健康教育を行いまし

た。 

次に、２０２ページから２０８ページの、第３項 包括的支援事業・任意事

業費であります。第１目 包括的支援事業費では、地域包括支援センターの運

営に要する費用について支出をしました。包括的・継続的ケアマネジメントで

は、日常的個別指導・相談支援困難事例等への指導・助言や、地域におけるケ

アマネジャーのネットワーク構築等を行いました。 

次に、２０３ページから２０５ページの、第２目 任意事業費では、介護給

付費等費用の適正化、家族介護教室や家族介護用品の支給、配食サービス、緊

急通報装置の設置などの、介護保険事業で実施する福祉サービスに要する費用

について支出しました。次に、第３目 在宅医療・介護連携推進事業費では、

地域包括ケアシステム構築のための在宅医療・介護連携推進事業会議等を開催

をしました。次に、第４目 認知症総合支援事業費では、認知症になっても住

み慣れた地域で生活を継続するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会を

開催するとともに、認知症になってもその人らしく住み慣れた地域で安心して

暮らし続けることができるように、認知症である人とその家族をはじめ認知症

に関心のある人が集まり、情報交換や交流を行う認知症カフェを開催いたしま

した。 

次に２０６ページ、第５目 介護予防ケアマネジメント事業費では、要支援

や要介護のおそれの高い人が、自立して生活できるように支援を行いました。

次に、第６目 総合相談事業費では、総合相談事業を実施し、相談件数は９４

３件でありました。 
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次に２０７ページ 、第７目 権利擁護事業費では、高齢者の権利擁護のた

めの必要な援助を行うとともに、権利擁護について理解を深めるため、講演会

を開催をいたしました。次に、第８目 包括的・継続的ケアマネジメント支援

事業費では、多職種協働による個別事例の検討を行い、地域のネットワークの

構築、ケアマネジメントの支援、地域課題の把握などを推進しました。次に、

第９目 生活支援体制整備事業費では、社会福祉協議会に生活支援コーディネ

ーターを配置し、地域における高齢者等の生活実態に合わせ、住まい、医療、

介護、予防及び生活支援の体制を整備するため、生活支援体制推進協議会を開

催をいたしました。また、地域包括ケアシステムに求められている医療・介

護・通いの場等の社会資源の把握や情報を集約し、ＷＥＢサイトに一般公開す

ることにより、住民の方がそれぞれに合った情報収集を行うことができるよう

支援をいたしました。 

次に２０８ページ、第４項 その他諸費では、介護予防・生活支援サービス

事業の請求に係る審査事務の手数料について支出をいたしました。 

次に、第５款 諸支出金であります。令和３年度以前の第１号被保険者の保

険料の還付、国・県の支出金等の超過交付の返還金について支出しました。 

次に２０９ページ、第６款 予備費であります。令和５年度では、地域包括

支援センターのシステム使用契約の更新にかかる費用について充用を行いまし

た。 

続きまして、歳入決算の状況についてご説明をさせていただきます。１９０

ページにお戻りください。第２表として、歳入決算の内訳を記載をしておりま

す。なお、この表の決算額は千円単位で表記しているものであること、予めご

了承お願いをいたします。 

第１款 保険料の決算額は、５億１，３０３万６，７６０円であります。前

年度と比較して１９万９，３１０円、０．０４ポイントの減となっておりま

す。 

第２款 使用料及び手数料の決算額は、２万５，２００円であります。保険

料に係る督促手数料となっております。 

第３款 国庫支出金の決算額は、５億９，０７９万７，６９９円でありま

す。前年度と比較して４１４万８，２２４円、０．７ポイントの増となってお

ります。 
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第４款 支払基金交付金の決算額は、６億４，５９１万円であります。前年

度と比較して、２，９９９万４，６５５円、４．９ポイントの増となっており

ます。 

第５款 県支出金 の決算額は、３億４，９１４万７６３円であります。前

年度と比較して、８５９万７，９１１円、２．４ポイントの減となっておりま

す。 

第６款 財産収入の決算額は１０万２，９０７円。 

第７款 寄附金は、令和５年度での寄附金の受入れはございませんでした。 

次に、第８款 繰入金の決算額は、４億６，２６０万４，９６９円でありま

す。一般会計及び介護保険給付費準備基金からの繰入れとなっております。介

護保険事業の運営に必要な人件費を含む事務経費と介護給付費・地域支援事業

費に係る町負担等の繰入金を一般会計から繰り入れたものでございます。 

また、介護保険給付費準備基金から４千万円を繰入れしています。 

第９款 繰越金の決算額は１億５１６万５，２５２円となっています。令和

４年度の決算余剰金であります。第１０款 諸収入の決算額は３４０万６，３

１４円であります。第三者行為損害賠償金や地域支援事業の利用料等の受入れ

となっております。 

続きまして、令和５年度介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）の

決算について、歳出の部からご説明させていただきます。 

主要な施策の成果報告書資料編の２１２ページをご覧いただきたいと思いま

す。 

第１款 総務費、第１項 総務管理費であります。居宅介護予防サービス事

業における内部事務に要する費用などについて支出しました。 

次に、第２款 サービス事業費、第１項 居宅サービス事業費では、居宅介

護予防サービス計画の作成に伴う臨時職員の人件費やその委託に要する費用な

どについて支出しました。 

次に 第３款 予備費であります。令和５年度におきましては、予備費の充

用はございませんでした。 

続きまして、歳入の部であります。２１１ページにお戻りください。第２表

として、歳入決算の内訳を記載をしております。この表においても、千円単位

での表記となっていますので、よろしくお願いいたします。 
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委員長 

 

福祉課長 

 

 

 

 

 

はじめに、第１款 サービス収入の決算額は１，２３７万８，７７９円であ

ります。地域包括支援センターで作成する介護予防サービス計画に対する収入

となっております。 

次に、第２款 繰越金の決算額は２５８万８，５５２円であります。令和４

年度の決算余剰金について受入れを行っております。 

次に、第３款 諸収入の決算額は１万１，７９７円であります。臨時職雇用

保険料納付金の受入れとなっております。 

以上で、認定第４号 令和５年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定についての説明とさせていただきます。 

よろしく審議をいただきまして、原案どおり認定いただきますようお願いを

申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、介護保険事業特別会計について、質疑をお受けし

ます。 齋藤委員。 

 

１９２ページの一番上、要介護者等の状況についてというところですけれど

も、要支援１は前年、前々年よりもそれぞれ減ってきてます。しかし、要支援

２が前年、前々年よりも増えてきているということは、要するに介護する人が

増えてくるような方向になっているような気がするんですけども。併せまし

て、要介護１が少しずつ減ってきているのにもかかわらず、要介護２、３、

４、５が増えてきているということは、これは全体的に悪化していると見るの

か、どのような見方をしたらいいのか、教えてもらえませんでしょうか。 

 

中原福祉課長。 

 

要支援１の方が若干少なくなっているという部分と、要介護１も減っている

けれども、要介護２から要介護５の方の人数が若干増えていることへの見解の

ご質問だと思います。 

この状態についてですけれども、要介護・要支援認定の総数で、まず認定者

数が増加しております。令和４年度１，７０５名から１，７６４名ということ

で５９名増加しております。 
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今、要介護度別に委員のほうからご質問ありましたけれども、まずは要支援

全体、要介護全体で見ていただきたいんですけれども、要支援のほうでは令和

４年度、合計５６１名が６０１名に４０名増加しておりまして、増加率は７．

１％の増でございます。要介護のほうにつきましては１，１４４名、合計から

１，１６３名ということで１９名、１．７％の増でございます。要支援と要介

護、どちらも増加ということになっております。 

この結果から町といたしまして、以前から、ご説明をさせていただいており

ましたけれども、まず要因として一番に挙げらるのが、来年度２０２５年を迎

えまして、２０２５年問題というのが社会的問題としてございまして、斑鳩町

でもその状態でございます。毎年、後期高齢者の方が２００名ぐらいずつ増加

してきております。 

後期高齢者の方が増加すると、この介護の世界はどうなるかといいますと、

前期高齢者であります７４歳までの方が、要介護認定を受ける率というのが一

般的に、これは国レベルのものですけれども、割合的には約３％の方がなる。

それが後期高齢者になると２３．４％が要介護状態となるという統計がござい

ます。 

斑鳩町でも基本的には２０２５年、来年度にもう迎えるということで、どん

どんどんどん後期高齢者のほうが増えてきておりまして、やはり要介護という

認定を取られると、やはり要支援の状態とは異なりまして、年月とともに少し

ずつ要介護の状態が重くなってこられるという現状がございます。 

そこにですね、町といたしましては何とか要支援の方から要介護への移行

を、重度化することを予防しようということで、要支援者のところですけれど

も、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施でありますとか、各種介護予防

事業でございますとか、在宅医療の介護連携、様々な包括支援体制の整備事業

を実施しまして、早期に軽度の方、後期高齢者になられましてもやはり要支援

になられる状態になっている方はどんどん増えてきますので、そういった方を

対象にサービス受給をするため、要介護認定等を推進する中で要支援になって

もらって、サービスを提供していただいて要支援者数は増加してきている。 

その移行が若干、当然、要介護のほうにございますけれども、それぞれの年

度の右のところに事業計画数を上げております。令和５年度の場合、事業計画

上、要介護認定者数が１，７９４名、そのうち令和５年度の実績としまして
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１，７６４名ということで、一応、計画の範囲内に収まりましたので、この

辺、今、実施している各予防等の事業を、引き続き今後も実施して、この状態

を何とか保っていけたらというふうに考えているところでございます。 

 

分かりました。ということは、ひとつはそこの最後のところの計画よりも人

数が少ないということと、あわせて後期高齢者になる人数の割合に比して介護

の人は少ない。しかし、要支援の人が多いということは、本来ならば要介護に

なるべきところの人が、要介護にならなくて要支援のほうに移行していると。

だから、今まで介護とかいろいろな努力をしておった成果が出ているというふ

うに理解してよろしいんでしょうか。 

 

町としてもそう考えておりまして、今後も推進していきたいと考えていると

ころでございます。 

 

ありがとうございます。 

もうひとつ、１９５ページのところ、介護サービスとそれから支援サービス

のところですけども、これは人数が増えてきてるというか、後期高齢者が移行

するのが増えてきてるからでしょうけども、支援サービス、介護サービスが増

えている原因というのは、人数が増えてるからこのようにサービス給付が増え

ているのか、もしくはほかの要因もあって、例えば、重症化してるから増えて

きてるとか、そういう要因があるのか、その辺のところはどう考えているの

か、教えてもらえませんでしょうか。 

 

この介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、どちらにつきましても

利用件数、給付額等増加してきております。これにつきましては今、ご説明し

ました、そもそもの要介護認定者の増加というのがまず原因でございます。そ

れと併せて、１人当たりの利用料的なところも増えてきております。 

これにつきましては、やはり昨年度コロナウイルスが５類に移行しまして、

特にデイサービス中心に伸びてきているという状況もございまして、サービス

の控えがございましたけれども、その辺が緩和されてサービス利用の方向に向

かってるのは間違いないのかなと思っております。 



 - 25 - 

 

 

 

齋藤委員 

 

委員長 

 

伴委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それと、これも先ほどと重複しますけれども、２０２５年問題のあたりの影

響も出てきていると考えているところでございます。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

 

ほかにございませんか。 伴委員。 

 

決算付属参考資料の５ページの真ん中の、介護保険事業特別会計繰入金。 

これ、令和３年、令和４年、令和５年度と、やはりこれもうなぎ登りといい

ますか、高齢化が進んでるので、正直もうこれはどうしようもない部分はよく

分かるんですが、どういうように今後、町としたら高齢化、それも急速な高齢

化に対応していかれるか、お聞きしたいです。 

私、ここへ寄せていただいてから約１０％ぐらい高齢化率が上がってると思

うんです。だからそれぐらいの形になってきてるので、ちょっとそのあたり、

お願いいたします。 

 

中原福祉課長。 

 

町のまず繰入金の関係でございますけれども、表を見ていただきましたら分

かるように、まず介護給付費の繰出金、これは介護保険サービスを利用された

場合の町負担分でございますけれども、これがやはり給付の増に伴いまして増

加してきている。それともうひとつ、地域支援事業繰出、こちらは要支援の方

サービスの関係する繰入れですけれども、こちらのほうも増えてきている。こ

の介護給付費と地域支援事業費、合わせて年々増加してきているという状況で

ございます。 

こちらにつきましては、先ほどの資料編の１９５ページの給付の状況もござ

いましたけれども、やはり年々、後期高齢者の増に伴う要支援・要介護認定者

の増、一人当たりの利用料の増に伴っての結果という状況でございます。 

今後につきましてですけれども、町といたしましては、この４月より第９期

介護保険事業計画を立てました。これにつきましては、斑鳩町として高齢者介

護のことを中心に持続可能な保健運営とするため、また、高齢者の方が地域で
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少しでも長く、生き生きと元気に暮らしていただくために、その事業計画を立

てたわけですけれども、目標としているところは、高齢者の方がこの斑鳩町に

おいて、施設や入院する期間が少しでも短く、長く元気になっていただくため

の計画を立てましたので、それに基づいて少しでも給付も減っていける方向に

取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

 

確かに斑鳩町の介護施策、できるだけ今までと同じ生活で、自宅でという感

じで進めてこられているような私もその印象ですけれども、この調子でいけ

ば、繰出しを増やすか、もしくは介護の保険料を上げるかしか、やはりどうし

ようもない部分もあると思うのですが、その辺り、結局、保険料値上げはもう

致し方ないというような感じも私は受けるんですけど、そのあたりどうです

か。 

 

介護保険の保険料の仕組みにつきましては、これはもう法律的に決まってお

りまして、例えば、この第９期でありましたら、先日、斑鳩町の場合、月額当

たり５，１３４円ということで基準額を設定いたしましたけれども、今後３年

間の給付量を見込んだ上で、その必要な保険料額を弾いてくるという、決まっ

た形で算出していくことになります。 

次は、３年後にまた保険料を設定するわけですけれども、そのときに給付費

用がどの状態になっているかで保険料算定をしていくことになりますので、

様々な要因があって保険料が決まっていきますけれども、やはり給付増という

のが見込まれておりますし、先ほどから申しますように、やはり後期高齢者の

方がどんどんどんどん増えていく中で、給付増の方向であるには間違いないと

思っておりますので、それに伴って保険料というものは、やはり上がっていく

可能性が高いというふうに思っております。 

ただ、斑鳩町もこの保険料の場合、報道等でも出ておりましたけれども、県

下で今、下から３番目の保険料額でございます。何とか給付量を様々な事業で

抑えて今この保険料額になっております。 

今後も引き続き、様々な事業、この福祉課だけではなくて、健康対策課、国

保医療課また生涯学習課等の様々な事業を通して、健康寿命の延伸を図りなが

ら、何とか保険料が少しでも安くなれるように取り組んでいきたいと考えてい
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るところでございます。 

 

ええ答弁ですわ。正直言って、もうそのとおりしかもう言いようがない。最

大限、努力していただいて今の保険料になってる。そしてもうどうしようもな

いときはもうこれ、値上げというのはもう仕方のない分もあるけど、そのあた

りできるだけ努力して、もう避けられないときはもう仕方がないという形で今

後とも進めていってください。以上です。 

 

ほかにございませんか。 奥村委員。 

 

成果報告書の２０５ページの、認知症高齢者の支援ということで、先ほども

各委員のほうからいろいろお話がありましたけれども、答弁者もおっしゃって

ましたけど、２０２５年問題ということで、要支援１から２の方が大層増えて

おられて、その中でやはり認知症高齢者の方も随分増えてこられてると思いま

す。 

私も認知症のサポーターということで挑戦させていただいて、今、包括支援

センター中心に一生懸命、頑張っていただいて、認知症カフェの開催とか、今

度またＪＲ法隆寺駅でそういう認知症の啓発のイベントもされるんですけれど

も、いろいろなところで包括支援センターの皆さん担当で頑張ってくださって

るんですけれども、こういう町をあげて何かこれからもっともっと認知症の方

が増えていくと思います。 

この２０５ページの表にもありますけど、認知症簡易チェックリストの利用

者数が、令和４年度は６７６名が、令和５年度は１，６８３名の方が利用して

くださってるということで、皆さんかなり認知症に対しての関心度が高くなっ

てると思うんですね。 

また、認知症サポーターの養成講座も１２１名の方が、延べ人数ですけども

参加をしてくださってるということで、町の中でも、だんだんだんだんと認知

症の方を取り巻く、そういういろいろな支援の手もあると思うんですけれど

も、今後、町としてこの認知症高齢者がどんどん増えていく中で、どのように

大きく、認知症になっても住み続けていけるまちをつくっていくのかというと

こら辺のお考えを伺いたいと思うんですけれども。 
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委員長 

 

 

 

 

住民生活

 

中原福祉課長。 

 

認知症の今後の推進的なところのご質問でございます。 

委員もご存知のとおり、今年の１月１日に認知症基本法が制定されました。

先日、ニュースで少し出てましたけれども、この認知症基本法に基づいて現在

また国のほうで大綱といいますか、認知症の関係の見直し的なところを具体的

なところを進められているところでございます。 

町といたしましては、やはり国のその状況が恐らく今年度中には出てくるの

かなと思いますので、それを見まして、その基本計画的なところもございまし

たけれども、町としてさらに今、様々な認知症に関する事業を実施しておりま

すけれども、それプラスアルファできる部分がないのかとか、今している事業

をどの部分をさらに推進していこうかとか、また具体的に検討してまいりたい

と考えているところでございます。 

 

ありがとうございます。その具体的なところはこれから検討ということでよ

ろしいでしょうか。 

 

はい。今後、国の情報等出てきたら、それに基づきまして検討していきたい

と考えているところでございます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、介護保険事業特別会計に対する質疑を終結します。 

次に、認定第５号 令和５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定についての審査を行います。 

理事者の説明を求めます。 栗本住民生活部長。 

 

それでは、認定第５号 令和５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出
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決算の認定について、ご説明させていただきます。 

はじめに、議案書を朗読をさせていただきます。 

  

 （ 議案書朗読 ） 

 

失礼して着席をさせていただきます。 

令和５年度歳入歳出決算書の４０ページをご覧ください。令和５年度斑鳩町

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、歳入総額が５億５，９６８万９，１

５９円、歳出総額が５億５，９９２万９０９円、歳入歳出差引額は、２３万

１，７５０円の歳入不足となりました。このため、令和６年度会計において、

繰上充用の予算補正の措置を行い、決算を終えております。 

それでは、決算の状況につきまして、歳出の部から各款ごとにご説明いたし

ます。 

主要な施策の成果報告書資料編、２１６ページから２１７ページの、第１款  

総務費であります。はじめに２１６ページ、第１項 総務管理費であります。

後期高齢者医療の資格管理事務の執行などに要する費用を支出いたしました。

前年度と比較して決算額が減少しておりますのは、前年度では２割負担が新た

に創設され、被保険者証を再送付したことの経費が、令和５年度では減少した

ことによるものでございます。なお、後期高齢者医療の被保険者数は、令和５

年度末で５，１１３人、総人口に占める割合は１８．２％となっております。

次に、第２項 徴収費であります。被保険者に対して、広域連合で決定された

保険料額の通知のほか、保険料納付の通知並びに収納の管理を行いました。令

和５年度の保険料の状況は、現年度分では、調定額４億４，９９６万２，４８

２円に対し、収入済額は４億５，１０７万３，１１６円で、収納率は９９．

９％となっております。次に、滞納繰越分では、調定額１２６万４，５００円

に対し、収入済額は３７万６千円で、収納率は２９．７％となっております。 

次に２１７ページ、不納欠損処分の状況でありますが、処分人数は３人、金

額で３４万８，８００円となっております。 

次に、第２款 後期高齢者医療広域連合納付金であります。広域連合事務費

負担金、町が徴収した保険料及び保険基盤安定負担金を広域連合に納付いたし

ました。 
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委員長 

 

 

次に２１８ページ、第３款 諸支出金であります。保険料の軽減認定や被保

険者の死亡などによって、過納付となった保険料を還付したものであります。 

次に、第４款 予備費は、令和５年度の充用はございませんでした。 

続きまして、歳入の部について説明いたします。２１４ページにお戻りくだ

さい。第２表として歳入決算の内訳を記載しております。千円単位で表記して

いますので、よろしくお願いをいたします。 

はじめに、第１款 後期高齢者医療保険料の決算額は４億５，１４４万９，

１１６円であります。前年度と比較して、１，０６１万５，８４６円、２．

４％の増となっております。 

次に、第２款 使用料及び手数料は、決算額が２万２，３００円となってい

ます。督促手数料であります。 

次に、第３款 寄附金でありますが、寄附はございませんでした。 

次に、第４款 繰入金は、決算額が１億６０９万６，５９３円であります。

後期高齢者医療制度の運営に必要となる町及び広域連合の事務経費を一般会計

から繰り入れました。また、保険料の所得に応じた均等割軽減分及び被用者保

険の被扶養者であった被保険者の軽減分を補うために必要となる県、町の負担

分を一般会計から繰り入れたものであります。 

次に、第５款 繰越金は、決算額が７万２，３５０円となっています。令和

４年度会計における出納整理期間中に収納いたしました保険料等を繰り越した

ものであります。 

次に、第６款 諸収入は、決算額が２０４万８，８００円であります。保険

料の延滞金のほか、保険料償還に伴う広域連合からの還付金が主なものとなっ

ております。 

以上で、認定第５号 令和５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定についての説明とさせていただきます。 

よろしくご審議いただきまして、原案どおり認定いただきますようお願い申

しあげます。 

 

説明が終わりましたので、後期高齢者医療特別会計について、質疑をお受け

いたします。ございませんか。 
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委員長 

 

 

（ な  し ） 

 

すみません、ちょっと確認させて欲しいんですけど、この２３万２千円赤字

が出ている分については、手続きの誤りがあって出てるもんでしたっけ。 

 猪川国保医療課長。 

 

 過年度におきまして、保険料を広域連合のほうに収めすぎていた分がござい

ました。それが、令和６年度で返していただける形になっておりますので、こ

の部分については解消されるというふうに思っています。 

 

 わかりました。今、まあ、特段、単年度で赤字は実質的には出てないものだ

というふうに理解はしていますけど、これもし赤字になってしまうような状況

になったときに、町としては後期高齢者医療については保険者ではないですよ

ね、その場合というのは、会計の処理としたらどういうふうになっているんで

しょうか。 

 

 この後期高齢者医療の特別会計につきましては、集めた保険料をそのまま広

域連合に収めると。町で執行しています事務経費についても一般会計から繰り

入れていただくという形になっておりますので、基本的に赤字になるというと

いうことは想定はされておりませんので、今回のような事務処理の誤りによる

部分については原因を突き止めて、広域連合からお金を返していただくことで

解消されますので、おっしゃっていただくような赤字になるという決算をする

ということはございません。 

 

 わかりました。 ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、後期高齢者医療特別会計に対する質疑を終結します。 

以上で、住民生活部所管に係る決算についての審査を終わります。 

理事者入れ替えのため、１０時５０分まで休憩します。 
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（ 午前１０時３３分 休憩 ） 

（ 午前１０時５０分 再開 ） 

 

再開します。 

それでは、都市建設部所管に係る決算審査を行います。 

初めに、第２款 総務費について、説明を求めます。 上田都市建設部長。 

 

それでは、第２款 総務費のうち、都市建設部が所管する事業につきまして

説明させていただきます。座らせていただきます。 

主要な施策の成果報告書（資料編）に沿って説明させていただきます。 

主要な施策の成果報告書の１０ページをお願いいたします。第１項 総務管

理費、第１目 一般管理費でございます。コミュニティバスの実証運行では、

奈良交通株式会社に業務委託を行い、運行計画に基づき運行するとともに、王

寺駅乗入れを引き続き実施いたしております。また、地域公共交通会議の運営

では、直近の利用状況の報告や、令和６年４月以降の次期運行計画の検討など

を行い、その結果、現在の運行形態を変更せずに、３年間、継続することとな

っております。 

次に、１８ページをお願いいたします。第６目 企画費でございます。 文

化振興センター照明設備のＬＥＤ化では、斑鳩町地球温暖化対策実行計画に基

づき、いかるがホール照明設備のＬＥＤ化改修工事を実施いたしました。 

１９ページをお願いいたします。和のあかりと未来へのひかり事業の実施で

は、法隆寺の世界遺産登録３０周年記念事業として、１０月２８日に、法隆寺

の南大門から東大門までの境内やその周辺に、住民団体と協働で、木製灯籠等

のあかりを設置し、約１万２，６００人の方に来場いただきました。次に、文

化振興センターの充実では、いかるがホールの施設更新・改修として、小ホー

ルの舞台照明機材更新等工事を実施いたしました。 

２０ページをお願いいたします。文化振興財団への支援では、公益財団法人 

斑鳩町文化振興財団に対し、引き続き財政面の支援を行いました。次に、文化

振興センターの維持管理では、公益財団法人 斑鳩町文化振興財団を指定管理

者に指定し、いかるがホールの維持管理及び文化振興事業を合わせた一体的で
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溝部委員 

 

 

都市創生

効率的な運営に努めております。 

２１ページをお願いいたします。第８目 交通安全対策費のうちの、交通安

全施設の整備でございます。道路反射鏡や路面表示、標識、防護柵などの交通

安全施設の新設及び補修を行い交通事故の発生防止に努めております。 

以上、第２款 総務費のうち都市建設部が所管いたします決算の概要でござ

います。よろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。 

  

説明が終わりましたので、第２款 総務費について、質疑をお受けします。 

溝部委員。 

 

斑鳩町一般会計及び特別会計決算審査意見書の中で、２４ページ、２５ペー

ジにわたるところなんですけど、行政財産の異動というところで、公園・広

場・緑地、土地２，８４０㎡の増加ということで、史跡藤ノ木古墳について、

史跡用地から公園に分類換えとあるんですけれども、これをされた理由という

のをちょっと教えていただきたいんですけれども。 

 

溝部委員、すみません。今のところでいうと、総務費ではなくて、もう少し

後の方かなと。いいですか。では、答弁お願いします。 福居都市創生課長。 

 

この藤ノ木古墳の歴史公園に分類換えしたことにつきましては、この年度末

に史跡中宮寺跡歴史公園とともに、これまで公共施設として条例等による位置

づけがなかったことから、今回、令和５年度末に新たに都市公園として位置づ

けさせていただいたものでございます。 

この位置づけすることによるメリットとしましては、都市公園の総面積が増

えたことから、地方交付税算入が得られるということでございます。 

以上です。 

 

地方交付税算入が得られるということなんですけれども、今まで切り替えて

なかった理由とかっていうのはあるんですか。 

 

これまでの所管、現在もなんですけれども、生涯学習課のほうになっており
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課長 

 

 

溝部委員 

 

委員長 

 

 

教育長 

 

委員長 

 

溝部委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

まして、当課ではそこまではちょっと把握してないということで、申し訳ござ

いません、よろしくお願いします。 

 

では後で聞きます。 

 

それは担当課のほうでやるか、副町長とか。答弁できるんだったら。 

山本教育長。 

 

教育委員会のほうで回答させていただきます。 

 

分かりました。では教育委員会のほうでまたお願いします。 溝部委員。 

 

分かりました。 

では続けて、主要な政策の成果報告書の１０ページ、コミュニティバスの実

証運行というところなんですけど、すみません、これはちょっと要望なんです

けれども、コミュニティバスの停留所が役場のところなんですけれども、役場

の中に停留所があると思っている方がいらっしゃって、どこに止まるかが分か

りにくいというのがちょっと要望として何件かいただきまして、実際は２５号

線の道路側にあると思うんです。 

なので、停留所が分からないという方が時々役場に駆け込んできはって聞か

はるというのが実際あって、お休みの日とかやったら、宿直のところで聞かれ

ると。宿直の方も、時々こうやって聞かれますというような回答をされてるよ

うですので、もしちょっと何か表示、停留所はここですよみたいな表示ができ

るのであればお願いして、検討できる余地があるとすればちょっとお願いして

おきます。 

 

暫時休憩します。 

 

（ 午前１０時５８分 休憩 ） 

（ 午前１０時５９分 再開 ） 
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伴委員 

 

 

 

 

委員長 

 

都市創生

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再開します。 福居都市創生課長。 

 

コミュニティバスの役場前のバス停につきましては、２５号の国道沿いで統

一しております。そちらのほうにコミュニティバスのバス停であるという表示

はしておるんですが、この役場の正面駐車場の中で来られるというのは、恐ら

く以前、そこがバス停だったときがあったのかなと思うんですけど、現在のと

ころ、そういったことはございませんので、また、バス運転手ですとか、先ほ

どおっしゃられた宿直の方とか、そのような事例が多いかどうかちょっと確認

させていただきまして、それに応じて表示等、検討させていただきたいと考え

ております。以上です。 

 

ほかにございませんか。 伴委員。 

 

同じ１０ページのコミバスですねんけど、定期的に停留所ごとに乗り降りの

数といいますか、その辺も取ってはるといいますか、たぶんそうなってると思

いますけど、全然乗られないような停留所というのがあるように思いますけ

ど、そのあたりどうですの。 

 

福居都市創生課長。 

 

コミュニティバスの運行状況につきましては、こちら３か年ごとに運行計画

を立てておりまして、その計画がちょうどこの令和６年度から３年間というこ

とになっております。 

前回のその計画が終了するときに、各バス停の停留所の乗降者等を調べさせ

ていただきまして、全くバスに乗車されない、乗降されないというバス停につ

いてはございませんでした。 

一部、少ない停留所はあったんですけれども、その前後等で乗降客が多い状

況がございまして、そのバス停だけをもし仮に廃止しても、運行がその分、短

縮されるということがほぼ見込めないということから、そのまま前回の運行計

画を継続して、今回の計画にもそのまま継続しているような状況でございま

す。以上です。 
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都市創生

課長 

 

 

 

 

 

 

確かに３年にいっぺん、より柔軟に見直すといいますか、いっぺん、決めて

しまうと難しい部分あると思う。もう慣れというか、なかなか移動しにくい部

分があると思いますけど、あまりにも少ないところ、そういうところがあり、

片方は非常に多いというところは、確かに短縮という面ではそうかも分かりま

せんが、もうほとんど乗られないということであれば、場所を変えるとか、そ

ういうこともまた考えていただいたらいいと思いますので、よろしくお願いし

ます。以上です。 

 

ほかにございませんか。 小城委員。 

 

同じ１０ページのコミュニティバスのところなんですけど、王寺駅に乗り入

れて補助出してる分があると思うんですけど、それってだいたい、この決算額

からいうと幾らくらいになるんですか。 

 

福居都市創生課長。 

 

このコミュニティバスの王寺乗入れ負担金につきましては、令和５年度の決

算額で２３９万７，４０２円となっております。 

 

令和６年から令和８年まで３年間継続と、王寺乗入れに関しては特段、何も

ないんですけども、乗った人に対しての補助というのは、これは毎回、聞いて

るんですけど、これはずっとやっていこうと思っているんですか。 

 

こちらにつきましては、まずこのコミュニティバスを運行されている自治体

はほかにもあるんですけれども、町外へ運行経路がまたがっているというよう

な自治体については、県内ほぼ全てその路線バスの運行賃金に合わせていると

いう状況でございまして、奈良交通からもこの負担金の減額等の交渉というの

はかなり以前からはやっているんですけれども、奈良交通からはそのコミュニ

ティバスもその区間の運賃を、その路線バスに合わせてほしいというようなこ

とで、その原則は曲げることができないということで返答いただいているとこ
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小城委員 
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小城委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

都市建設

部長 

 

 

 

 

 

 

ろでございますので、現状の運行を続ける上では、このまま負担金に相当する

額をお支払いするというのは仕方ないのかなということで考えているところで

ございます。 

 

それはそうだと思うんですけど、利用されてる方の受益者負担という考え方

というのは、今後されていくか、ないんですか。 

 

町内、乗られている方につきましては、同じ駅でも法隆寺駅周辺の方もおら

れますし、王寺駅周辺の方、それぞれ町内の方でおられまして、それぞれ生活

範囲が違うということで、その方によってコミュニティバスの値段が変わると

いうことについては、今のところこの町の運行方針とか運賃の方針では考えて

いないところでございます。 

 

そうだとは思うんですけど、結局のところこれが最初、始まったたときに、

実人数を調べてくれと言ったのはそこで、結局、斑鳩町に２万８千人いて、何

人の方がこれを利用していて、どれくらいの人がその恩恵を受けてるかという

ところだと思うんです。 

その辺はもう一回、法隆寺に乗ってる人、王寺に乗ってると言われますけど

も、もうちょっと考えていただきたいなというところで、もうたぶん、回答で

きないと思うので、意見として。 

 

上田都市建設部長。 

 

今、委員がおっしゃいますように、その負担という話になりましたら、王寺

へ乗り入れた方の負担という観点からはちょっと違うことを検討いたしまし

て、令和６年度の予算からは経費、もともと走っていたところから追加になっ

た分は、王寺には乗入れの距離が追加になった分は追加になってます。その経

費は増えてますので、経費としてその予算計上するようにいたしまして、その

乗った方への負担が何人で負担せなあかん、しなければならないというような

考え方になってしまっているので、そこをもう一回考え直して、令和６年度か

ら予算計上の仕方は方法は変更している状況でございます。 
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伴委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

分かりました。いろいろ考えていただいてるということは理解しましたの

で、引き続き、これについてはまたお話しさせていただきたいと思います。 

以上です。 

 

ほかにございませんか。 伴委員。 

 

もういっぺん、確認させてください。 

そのプラス、補正といいますか、王寺へ乗り入れる分だけプラス、こういう

形でなってますけど、それがもう経費として、全体としてここに入ってしまう

と、こういう考え方でいいんでしょうか、今の部長の話。 

 

上田都市建設部長。 

 

そのとおりでございます。予算委員会のときにもこの話を説明させていただ

きまして、それだけ分の負担金が、乗られた方に何か悪影響もしくは考え方に

影響があるということで、そのときもそういったご意見をいただいてたと思い

ます。 

 

私が正直、お願いした記憶があります。はっきり言って、何か王寺に乗るこ

とが、ちょっとした負担になるといいますか、そういうような形にならないよ

うに。なぜかといいますと、正直その前まで本当にあまり乗られてないバスを

ずっと見てきました。もうだから本当に暗くしているのは人が乗ってないのが

分かるからしてはるん違うやろかと、こうやって言われるくらいになってたの

が、最近、よく人が乗ってる姿、停留所に多く待っておられる姿を見てます。

やはりそのほうが実際この費用がかかっているのに、乗られてないのが一番も

ったいないと私は思います。そうならないような形で、今後、考えていただ

く。分かりました。もうそしていただいたらと、私は大賛成です。以上です。 

 

ほかにございませんか。 齋藤委員。 
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課長 

 

 

 

 

 

 

 

今の話ですけどね、私はちょっと違うかも分かりませんけども、生活圏が違

うので、それはもう受益者負担というのは分かりますけども、それは生活圏が

違うから、小城委員の反論みたいな形になるんですけどね。 

生活圏が違うから、それ受益負担というのは、それは何か住民として同じレ

ベルで扱わなきゃならんの違うかなというふうに思いますので、その辺のとこ

ろもやはり考えていただいて。 

そういう方向に行ってしまうというのは。そういう方向には行かないでほし

いというのが私の意見です。以上です。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

そうしたらすみません、私もちょっと１点、お聞きしたいんですけど、資料

編の２１ページの交通安全施設の整備のところですけども、以前からカーブミ

ラーについて、曇るので曇らないやつに更新をしていってほしいということ

で、何年か前から声があったと思うんですけど、ただ、いっぺんに言われて

も、大量に交換をすぐできないということで、順次、やっていっていただいて

ると思うんですけど、今、その交換のペースというんですかね、それとあと自

治会のほうから要望がある件数と、その要望に応えられているのかどうか、そ

の辺のところをちょっとお尋ねしたいです。手塚建設農林課長。 

 

曇り止めのカーブミラーについてでございますが、曇り止めのミラーにつき

ましては費用が大変高いため、設置基準を設けて、要望があった場合でも、交

通量が多く、目視での確認が難しいという状況に加え、カーブミラーの交換時

期に要望があった場合は、曇り止めに交換するという判断を行っております。 

昨年度につきましては２件の要望がございまして、２件とも設置の判断基準

に該当したということで、曇り止めのカーブミラーを設置おりまして、昨年に

つきましては、２か所で４鏡の設置を行っている状況でございます。 

そして、現時点で曇り止めのミラーの設置を待っていただいてるという場所

はないというふうに確認しております。 
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課長 

 

議 長 

 

 

 

私も以前お聞きしていて、そのときはできないということで「順番を待って

ます」みたいな形で言うてはったんですけど、そのときの要望がきちっと町に

伝わって、今、改善されているのかどうかというのは、また確認したいと思い

ますけど、以前、言うてはって、待ってるけどその声が通ってないということ

はないのかなとちょっと心配したのと、あと今２件に対してはきちっと答えら

れてるということですけど、だいたい、年間で何個ぐらいだったらいけるの

か、予算的なものというと、どう考えたらいいでしょうか。 

 

待っていただいている件数につきましては、過去も含めて要望につきまして

は安全安心課で受け付けしておりまして、その確認の中で待っていただいてる

というところはないという確認をしております。 

そして、設置についての予算なんですけれども、基本的に予算ではなく、先

ほど言いました目視で確認が難しいとか、そういうような場所で交換時期にな

ればということですので、年間の曇り止めのミラーに対して幾らというような

そのお金での何基という形でつけてるわけではございません。 

そして、実績につきましては令和３年につきましては２鏡を、令和４年につ

きましては２鏡で、令和５年では４鏡を設置しているところでございます。 

 

分かりました。 中川議長。 

 

今の質問やねんけど、基準ってどんな基準があるん。 

 

手塚建設農林課長。 

 

交通量が大変多く、目視での確認が難しい状況、そういう基準を設けており

ます。 

 

小学生は団体で行くから、通学路の中で優先してあげるとか、だいたいカー

ブミラーがついてあるところは、目視が難しいからついてあるところが多いと

思うんやんか。目視で見れるんだったらカーブミラーは要らんからな。 
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それから、交通量かて時間帯によったら、多いときもあったら少ないときも

あるしな、その交通量と言われたかて、どんな基準で交通量を計算してるの。 

 

カーブミラーは基本的に補助のものですので、ゆっくり交差点に差しかかっ

て、基本的には目視で確認できると思うんですけども、道路が鋭角になってた

り、なかなか目視で確認が難しいというようなところについて、それでもって

なおかつ交通量が多いというところについて、基本的には考えているというこ

とで聞いております 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

そうしましたら、これをもって、第２款 総務費に対する質疑を終結しま

す。 

次に、第５款 農林水産業費について、説明を求めます。 

上田都市建設部長。 

 

それでは、第５款、農林水産業費について、説明いたします。 

主要な施策の成果報告書の１０１ページをお願いいたします。第１項 農業

費、第１目 農業委員会費でございます。農業委員会を開催し、農地法や農業

経営基盤強化促進法などの法律に定められた規定に基づき、農地転用や農地の

権利移動などの案件を審議し、処理を行っております。その他、遊休農地の解

消対策として、遊休農地の状況を把握する利用状況調査及び利用意向調査を実

施し、貸し付け希望農地等につきましては、担い手へ情報提供を行い、遊休農

地の解消に努めております。次に、第２目 農業総務費でございます。主に職

員の人件費でございます。 

１０２ページをお願いいたします。第３目 農業振興費でございます。 

斑鳩町内で農業振興、農業の活性化のために活動されている農業関係団体に

対して支援を行いました。また、農業をはじめとする町内産業の従事者と住民

の交流の場を提供し、町内産業への理解と認識を深めていただくことを目的に
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「産業まつり２０２３」を斑鳩の里文化芸術祭と合同開催いたしました。 

１０３ページをお願いいたします。第４目 土地改良事業費でございます。

県営ため池等の整備として、奈良県営により桜池の耐震化工事を実施し、工事

負担金を支出いたしました。土地改良施設維持管理適正化事業の実施では、三

代川の井堰改修工事を実施いたしました。次に、震災対策農業水利施設の整備

として、２箇所の防災重点ため池で耐震性調査を実施いたしました。また、三

室井堰の改修計画に伴い機能保全計画を策定いたしました。次に、いかるが溜

池の維持管理として、多面的活用促進事業により完成した周遊道路の維持管理

に努めております。 

１０４ページをお願いいたします。第５目 生産調整推進対策費でございま

す。国の補助事業であります経営所得安定対策事業への加入促進を図り、生産

調整の達成に向けた協力依頼を行い、町単独の転作助成金の交付を行っており

ます。第６目 有害鳥獣駆除対策事業費でございます。農作物への被害をもた

らす有害鳥獣を駆除するために、地元猟友会に委託し、カラス・イノシシ・ア

ライグマなどの駆除に努めました。なお、カラスの駆除につきましては、令和

５年度から農村地域のウォーキングや、通行の往来者の安全を考慮し、銃によ

る駆除を停止し、パトロールによる追い払いに変更いたしております。また、

イノシシ対策については、耕作者が自ら行う被害防止対策事業として、農作物

の被害を受ける農地を対象に、電気柵等の設置費用の一部を補助いたしており

ます。 

１０５ページをお願いいたします。第７目 地域農政推進対策事業費でござ

います。農業従事者の高齢化が進む中、持続可能な力強い農業を実現すること

を目的に、国の新規就農者経営開始資金を活用し、新規就農者の増加に取り組

み、１名の新規就農者に対し給付金を支出いたしました。第８目 遊休農地解

消総合対策事業費でございます。農業委員会において遊休農地解消に向けた取

組みとして、菜の花・黒米等の栽培を実証試験展示圃で行っております。ま

た、「農」や「食」への理解を深めていただくため、栽培サポーター事業を実

施いたしております。第９目 環境保全活動等支援事業費でございます。農業

者の高齢化等により、農地や農業用施設などの地域資源の保全管理が難しくな

っていることから、農業資源の共同活動により効率的な施設保全に取り組まれ

た活動組織に対して助成金を交付いたしております。令和５年度から、目安地
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域で新たな団体が参画され合計６団体が取り組まれております。また、環境に

優しい農業に取り組む「環境保全型農業」として、稲葉車瀬地区のなし部会の

梨栽培において、化学肥料、化学合成農薬の低減に対し助成金を交付いたしま

した。 

１０６ページをお願いいたします。第２項 林業費 第１目 林業振興費で

ございます。山林の保全・活用として、森林環境譲与税を財源とし、森林所有

者に対して意向調査や森林整備の担い手育成を実施するとともに、危険木の伐

採を行いました。第２目 地域で育む里山づくり事業費でございます。荒廃し

た里山林の整備を森林所有者の協力を得て、ボランティア団体による除伐や下

草刈りなどの実施や、里山のイベント活動の実施に対し助成いたしておりま

す。 

以上、第５款 農林水産業費の決算の概要でございます。 

よろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。 

  

説明が終わりましたので、第５款 農林水産業費について、質疑をお受けし

ます。 齋藤委員。 

 

１０４ページの下のところ、有害鳥獣の駆除のところで、カラスとイノシシ

は対象になってますけども、例えば、アライグマだととか鹿だとか、そういう

のは対象外なんでしょうか。 

 

手塚建設農林課長。 

 

施策の成果に記載しております有害鳥獣につきましては、猟友会に捕獲を依

頼しております、カラスとイノシシの捕獲数の表記としております。アライグ

マにつきましては、外来生物の防除として町職員による捕獲を行っているとこ

ろで表記しておりませんでした。 

しかし、アライグマにつきましてもヌートリアにつきましても、最近、多く

出没すること等もございますので、今後につきましては外来生物という表記で

施策の成果に載せていきたいと考えているところでございます。 
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奥村委員 

ありがとうございます。補助が出るのはイノシシだけでしょうか。それとも

ほかにも何かあるんでしょうか。 

 

国の補助金で、イノシシについてのみ捕獲をすることによって補助金が下り

ているというような状況でございます。 

 

ほかにございませんか。 奥村委員。 

 

１０２ページの産業まつりのところです。今回、この産業まつりが新しい場

所に変わったんですけども、前回、今までやっていたところと今回のところ

と、参加者についてはどれぐらい、同じようなもんでしょうか。 

 

手塚建設農林課長。 

 

今まで斑鳩町役場の前、体育館の前で実施していた推計になりますが、参加

人数につきましては約２千人を計上しておりまして、昨年、いかるがホールで

実施した産業まつりにつきましては、２，５００人程度だったということで、

５００人ほど増えてるような状況でございます。 

 

このいかるがホールのところで、この斑鳩の里文化芸術祭と合同開催する、

そこら辺のメリットとのはどういうとこら辺にあるんでしょうか。 

 

まず、イベントの統廃合ということで、文化芸術祭と産業まつりの合同させ

ていただきまして、職員につきましても共有するといいますか、同じことを二

つの課でやるんじゃなくて、二つの課でひとつのことを合同でできますので、

職員の負担も軽減されますし、何より来場者の方が、今まで文化祭を見に来ら

れてた方も産業まつりを経験できる、産業まつりを見に来た方も文化芸術祭を

経験できるということで、そういった相乗効果があるということで、メリット

として考えているところでございます。 

 

ありがとうございます。そしたら、これからもそういう意味を込めてイベン
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トの統廃合というか、そういうことも考えていかれるということですかね。 

 

上田都市建設部長。 

 

はい、そのように統廃合というお互いのメリットを生かしたような相乗効果

を期待できるイベントについては、検討していきたいというふうに考えており

ます。 

 

ありがとうございます。 

 

ほかにございませんか。 中川議長。 

 

１０５ページの真ん中の下、多面的機能支払交付金と環境保全型農業直接支

払交付金と、資料に入れてくれてありますけど、これは金額は何で入れてない

んやろ。書いてあるんかな、書いてないな、交付金と直接支払交付金と書いて

あるけど、お金が出てこない。 

 

手塚建設農林課長。 

 

今後、金額も入れていくようにしてまいりたいと思います。 

 

 今後、入れといてもおて。 

 

そうしましたら、よろしくお願いいたします。 

ほかにございませんか。 小城委員。 

 

先ほどと同じ資料編の産業まつり、１０２ページのところなんですけど、産

業まつりのときに、子どもが遊ぶエアドームみたいなものがあったと思うんで

すけど、あれのレンタル費用は幾らですか。 

 

手塚建設農林課長。 
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ちょっとすぐ正式な数字が出てこないんですが、１５万円程度だったと記憶

しております。 

 

毎年されるかどうか分からないんですけど、すごく人気があったかなと思う

んですけど、たぶんそのときもお話しさせてもらったかもしれないですけど、

町でああいうのを保管とか大変だと思うんですけどね、せっかくやったらパゴ

ちゃんの形のやつ作るとか、何かその辺、検討していただけたらなと思いま

す。以上です。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、これをもって第５款 農林水産業費に対する質疑を終結します。 

次に、第６款 商工費について、説明を求めます。 上田都市建設部長。 

 

それでは、第６款 商工費のうち、都市建設部が所管する事業につきまして

説明させていただきます。 

主要な施策の成果報告書の１０８ページをお願いいたします。 

第１項 商工費、第２目 商工業振興費でございます。活力ある商工業の振

興として、商工会に対する支援では、斑鳩町商工会に対し財政支援を行うとと

もに、商工まつりの開催や、法隆寺駅北口商店街のライティング事業を支援い

たしました。 

１０９ページをお願いいたします。生活応援券の発行では、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受けている町

民の皆さんへの生活支援と地域経済の活性化のため、町民一人あたり５千円を

基本として、中学生以下及び６５歳以上の方に２,５００円を上乗せした生活

応援券を、前年度に引き続き配布いたしました。また、創業支援事業の実施で

は、引き続き、創業支援相談を実施するとともに、町内で新規創業する事業者

３件に対し補助を行いました。続きまして、第３目 観光費でございます。 
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１１０ページをお願いいたします。観光協会に対する支援では、斑鳩町観光

協会に対し、観光振興に対する補助金を交付しております。次に、発信力の充

実による誘客として、観光再始動事業の実施では、観光庁所管の調査事業とし

て、法隆寺での、南大門プロジェクションマッピングや、写経・写仏体験、吉

田寺での書道・木魚体験などをもとに旅行商品を造成し、ＰＲから販売までの

一貫した取組みを実施いたしました。 

１１１ページをお願いいたします。第４目 歴史街道ネットワーク事業費で

ございます。地域ぐるみの観光ブランド力の強化として、観光ルートサイン等

の整備では、観光客の円滑かつ的確な案内を行うため観光案内サイン配置計画

に基づいて、上宮遺跡公園に観光ルートサインを設置いたしました。次に、ま

ちなか観光の推進では、商工会青年部が主催する、いかるがマルシェの開催に

ついて支援をいたしました。続きまして、第５目 ｉセンター・観光自動車駐

車場管理運営費でございます。情報発信及び観光案内の拠点施設である、法隆

寺ｉセンター等の維持管理について、指定管理者である斑鳩町観光協会と連携

し、一体的で効率的な運営に努めております。 

以上、第６款 商工費のうち、都市建設部が所管いたします決算の概要でご

ざいます。よろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、第６款 商工費について、質疑をお受けいたしま

す。 齋藤委員。 

 

１０９ページの創業支援事業の実施のところで、補助件数３件ということ

で、お店が出てくるというのはよかったかなと思うんですけども、この創業支

援相談が１２件ありまして、３件しかなかったというのは、やはり何かできな

かった事情みたいなものがあるんでしょうけども、その辺のところ、分かりま

したら教えてもらえませんでしょうか。 

 

福居都市創生課長。 

 

相談されてる中でそのまま創業につながった方も、この３件の中におられま

す。また、そのほか創業につながってない方、といいますと補助金を単純に活
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用されてなくて創業されておられる方もおられますし、また現在、創業の準備

中がずっと続いているという方もおられます。それぞれのその個々の事情まで

詳細は把握してないんですけども、今、把握してる範囲で言いますとそういう

こととなっております。 

 

ありがとうございます。この補助件数３件というの、教えてもらえる範囲内

でどのような業種なのか、どの辺なのかというのは具体的に聞いていいんでし

ょうか。 

 

３件につきましては、門前のお店で１件、また、ＪＲ法隆寺駅から法隆寺ま

でのこの沿線、ちょうど県道大和高田斑鳩線沿いで１件、こちらはカフェとな

っております。もう一件につきましては、北口商店街内で情報通信業の方がお

一人創業されております。 

うち、門前のほうにつきましては２件申請ありまして、抽せんで１件の方と

決まっているところでございます。以上です。 

 

もともと３件しかなかったと、３件しか駄目だったんですか。 

 

こちらの補助金は予算で上限が決まっておりまして、３つの区分でそれぞれ

１件ずつ、３件で参加しているところでございまして、その募集件数以上の申

請がありましたら、それぞれの分野で抽選、町内優先という基準もあるんです

けども、その中で抽選するということになっております。 

 

ありがとうございます。 

 

ほかにございませんか。 中川議長。 

 

観光協会の補助金やねんけど、今度、ｉセンターの指定管理候補者があるや

んか、もしかよその民間企業が公募になったとしたら、ｉセンターを拠点にし

ている観光協会は、これは観光協会の問題やろうけど、どこで稼働しはるのか

なと思って。そこら勝手に心配したってるねんけど。 
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上田都市建設部長。 

 

現在、公募中でございますので、だめな場合とかいう話の直接の協議は行っ

ていない状況ですけども、この事業が進むについて相談等がありましたら、ま

た町のほうでもサポート、アドバイスはさせていただきたいなと思っておりま

す。 

 

ほかにございませんか。 伴委員。 

 

１１１ページの駐車場のところなんですが、資料１で資料請求させていただ

いたやつからちょっと質問させてください。 

今までのこの駐車場の賃借料といいますか、呉竹さん相手のそれを来年度末

にホテルがもう完成するというような予定で聞いておる中で、いっぺん整理を

してみたいという思いでこの資料請求をしました。 

ここでちょっとこの表の見方からちょっと教えていただきたいんですが、土

地賃借料と収益差額があります。その中で、ひとつ言えば、令和元年度、契約

額が１，３００万円ですね。それが結局１，９００万円という形で上がってる

と。契約以上の金額を納めてくれはるんかなあと。普通、契約すれば契約の金

額を納めることになると思うんですけど、このときすごく大きな額を納めてい

ただいてると。 

この後の令和５年度のやつは、契約額について委員会でもいろいろな形で協

議し、また聞いてた１，３００万円という形で、これはもともとの契約が２千

万円だったのを１，３００万円で、実際、継続できるような形というのは記憶

にあるんですけど、そこの令和元年度という、何でこれまず、こんな金額で契

約額より大きな額で町収入になってるのか教えてください。 

 

福居都市創生課長。 

 

令和元年度の土地賃貸料につきましては、こちら資料の下の注釈のところの

下から３行目のところに表記している内容でございますが、この契約書上、着
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工予定日、令和元年８月１日と定めておりまして、そこから着工が遅れました

ら、１日の遅延につき日額２万８，３４８円を加算する規定というのがござい

ました。 

こちらの実際に着工した日が翌年の２月１日となりまして、遅延日数分１８

４日出ましたので、その分の増額となっております。増額の金額につきまして

は、こちらに書いておりますように５２１万６，０３２円となっています。 

 

これも正直、そのときはそういう説明をお聞きしたかも分からんけど、もう

いっぺん見直してみると、こういうことになってたんだなと。 

逆に言えば、あとの減免とかは非常に厳しいというのが、相手さんからよく

何回か来てたけど、最初のときは、逆に言えばちゃんと遅延損害金を、自分と

ころが遅れたからだと。当たり前と言えば当たり前かも分からんけど、ちゃん

とそれを払って、ちゃんと約束を守るというか、そういう形でやってる。 

あとのやつに関しては、理由はあるので約束を反故にしたというような表現

はしませんけど、非常にこんな形になってきたというのは、何回か減免の話が

あったと。トータルとして、斑鳩町が減免した金額というのはどのくらいにな

るわけでしょうか。 

 

町としまして減免した額についてでありますが、この減免、令和２年度から

令和４年度につきまして減免をしているんですが、駐車場収支差額をもらって

おりますので、その分も考慮しまして、また今後、ここの表にはないんです

が、令和６年度と令和７年度につきましても１，３００万円まで減額しており

ます。その分を含めまして、町の減額分につきましては約６，６３０万円とな

っているところでございます。 

 

実質、令和元年度以前、町がやってはったとき、自身の利益といいますか経

費を除いた売上げから経費を取って粗利と私よく言うんですけど、粗利と考え

ると、何ぼぐらいでしたか、駐車場の粗利というのは。 

 

こちらにつきましては、観光協会が管理運営しておりました一番直近です

ね、平成２８年度から平成３０年度までの３か年の平均で、およそ１，３００
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万円でありましたので、この令和５年度以降の３か年につきましては、それと

同額の１，３００万円とさせていただいたということでございます。 

 

ということは、この２，０７５万円という契約というのは非常にうちの町か

らしたら非常に有利な条件、相手さんからしたら非常にしんどい。今までから

言ったら１，３００万円の粗利である駐車場に対して、２千万円で契約してく

れはったというような形になってると。 

今現在が前の粗利の１，３００万円で契約は２千万円ですけど、これでいく

と。そしてホテルが建設された場合は２千万円に戻るわけですか、もう一度確

認させてください。 

 

ホテルの建設が現在、令和８年の２、３月となっておりまして、ちょうど令

和７年度末を予定しているところでございます。 

令和８年度以降につきましては、この契約書の契約額どおりの２，０７５万

１千円を賃貸料として収入できるということになっております。 

 

本当にこれ続くんかなと。粗利が１，３００万円のものに対して２千万円ず

つ払っていかれるという気持ちもするんです。 

その契約どおりなった場合、実質のところ、これ先ほど聞いた約６，６３０

万円、いろいろ入れますと約７千万円、金利を入れると７千万円に対して、約

７００万円ずつぐらい余計の契約、本来なら１，３００万円に対して２千万円

の契約してくれてると。約１０年で償還と表現が非常に荒っぽい考え方かも分

かりませんけど、ホテルがスタートして１０年すれば減免したものが戻ってく

る。僕らはどうしてもビジネスで考えてしまうんですけど、そういう考え方で

いけば、そういうような考え方も考えられるということですか。 

 

呉竹荘に対してどれぐらいの額を請求するのが妥当かどうかという問題はあ

るんですけれども、仮に１，３００万円ということで計算しますと、約１年間

で７７５万円程度になりますので、それを６，６３０万円、先ほど申しあげま

した町の減額分の全てで割ると、およそ８年から９年分ということにはなって

おります。 
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非常に今回、これで整理させていただいて約これぐらいの減免があって、こ

れでホテルが建設してくれはって、約束どおりしてくれはったら、一応、減免

した分は戻ってくるというような表現はあれですけど、そういう認識でおるよ

うにいたします。以上でございます。 

 

ほかにございませんか。 奥村委員。 

 

１１０ページの観光再始動事業の実施ということで、法隆寺南大門のプロジ

ェクションマッピング等されて、私も参加をさせていただいたんですけれど

も、夜にあれだけの人が斑鳩町の法隆寺参道を歩いておられるのを見たのは初

めてなんですけども、ここまでとは言いませんけど、今後、何か斑鳩町として

大きなこれからも定例化ではないけど、何かそういう観光で呼び込むためのこ

とを考えておられるんでしょうか。 

 

福居都市創生課長。 

 

世界遺産登録３０周年記念事業ということでさせていただきまして、また、

ちょうど観光庁の調査事業という財源があったというのもありまして、このよ

うに大規模なイベントが実施できたという背景がございます。また、法隆寺さ

んのご協力もいただけまして、夜間に南大門から東大門まで通り抜けができる

ということもございました。 

このようなイベントにつきましては、また法隆寺さんのご協力もいただきな

がら、ちょっと毎年は難しいというような返事はいただいているんですけど

も、節目、節目での開催というものについては、財源等もありますけれども今

後も検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 

ほかにございませんか。 小城委員。 

 

先ほどの駐車場収入のところで、ちょっと分からなかった部分があるので教

えてほしいんですけど、この１，３００万円というのは、駐車場収入の利益で
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考えて１，３００万円ですね。 

 

福居都市創生課長。 

 

この１，３００万円につきましては、観光協会が以前、管理してるときの利

益分ということでございます。 

 

ということは、ホテルが建ったらホテルはその賃料を払って、あとの利益と

いうのは呉竹荘さんが持っていくというような感じの、別途利益というか売上

げが上がってくるというところで２千万円の契約という認識でいいんですよ

ね。 

 

この呉竹荘との契約が事業用の定期借地権となっておりまして、その事業が

ホテルとマルシェと駐車場ということになっておりますので、その分、全て合

わせての利益分から賃貸料をお支払いいただくということになります。 

 

ということは、先ほどの六千何万減免した分というのは、契約額をもらった

ら何年かで償却できるというわけではないんですよね。２千万円以上もらわな

いといけないという認識ですかね。 

 

減額分を償却できるかどうかというような考え方に立つと、先ほど委員がお

っしゃったことが考えられるんですけれども、実質この減額分を町として後で

徴収するということはございませんので、この３年間の減免につきましては、

もうこのときの状況で、もう減免した限りということで考えておりますので、

ご理解いただきますようよろしくお願いします。 

 

ずっと継続してほしいし四十何年契約、そのまま契約を続けてほしいので無

理は言えないかなと思うので。 

感覚としては６千万円も減免しても、それはもうそのままでということで、

今後はこの２，０７５万円でいくという認識ですよね。それで間違えてない

か、教えてください。 
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はい、そのとおりでございます。 

 

ほかにございませんか。 伴委員。 

 

今ちょっと同僚の委員からあったので、もう一度、確認させてください。 

私この表を見せていただいて、正直言って観光協会が管理してくれてはった

ときに比べ、この契約の２，０７５万円いうのは、これで正直言ってもっとプ

ロポーザルでいっぱい来てくれはるのに、あんまり少ななったひとつの原因に

あったん違うかと。非常にいい値段で町のほうは、こちら側からすれば契約し

はったん違うかなというような、非常にいい値段というか、高い値段で契約し

はったように僕は認識しているんですが、そのあたりについてちょっと副町

長、お願いしたいんですけど。 

 

加藤副町長。 

 

今の伴委員の説明については、今現在の本来の契約である２，０７５万１千

円の契約金額ということでのお話だというご質問だと思いますけれども、当

時、募集をさせていただいたときに、最終的には２社がこちらのほうに応募し

ていただいた状況でございますけれども、それ以前に何社かの問合せ等ござい

ました。 

その中で、最終的には比較的、規模の大きい鉄道会社等の管理会社等も来ら

れてましたので、そういった中で事前にちょっとお話を聞いてる中では、最終

的に応募されなかった理由としては、賃料の関係がやはり想定事業をしていく

上では高いというふうな判断をされたと。そこはたぶん２社ぐらいあったんだ

と思いますので、今回こういった形で２，０７５万１千円ということで、おお

むね相続税の評価額の大体６％の賃料ということで設定をさせていただいてお

ります。 

民間あたりですと、長期的な契約になるとだいたい４％というところもござ

いますので、それに比べると斑鳩町のほうはだいたい２％高い金額でさせてい

ただいているところでございますので、その中で２社応募していただいて、最
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終的には今現在、呉竹荘さんが、こういった契約で今後、履行していただくと

いうことになっておりますので、一般的な考え方でいくと、町の金額の設定に

ついては、やや高めで設定させていただいているということでございます。 

 

結構です。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

そうしましたら、これをもって、第６款 商工費に対する質疑を終結しま

す。 

これをもって、第６款 商工費に対する質疑を終結します。 

ここで１３時２０分まで休憩します。 

 

（ 午前１１時４９分 休憩 ） 

（ 午後 １時２０分 再開 ） 

 

次に、第７款 土木費について、説明を求めます。 

上田都市建設部長。 

 

それでは、第７款 土木費につきまして説明させていただきます。 

主要な施策の成果報告書の１１２ページをお願いいたします。第１項 土木

管理費、第１目 土木総務費でございます。主な支出は人件費でございます。

次に、第２項 道路橋りょう費、第１目 道路維持費でございます。道路環境

の整備では、町道などを安全かつ快適に利用していただくために、舗装の補修

や路肩の草刈りを行いました。 

１１３ページをお願いいたします。公共施設マネジメントの推進として、道

路台帳の管理では、新たに認定した路線のデータ化を行い、道路台帳の整理を

行いました。次に、第２目 道路新設改良費でございます。計画的な道路の整

備として、道路の新設改良では２路線の整備に取り組んでおります。岡本地内
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の岡本循環道路、目安２丁目地内の町道４３７号線では、道路の新設改良工事

を実施いたしました。次に、第３目 橋りょう維持費でございます。橋りょう

長寿命化修繕計画に基づき、１７橋の橋りょう定期点検を行いました。 

１１４ページをお願いいたします。第３項 河川費、第１目 河川総務費で

ございます。住環境の整備として、地元施工に係る水路改修及び浚渫事業に対

する補助金制度について、２つの自治会から要望があり支援を行いました。ま

た、貯留施設の維持管理として、７地区の施設で浚渫を実施いたしておりま

す。自然環境の保全と活用として、毎年度実施されている自治会内水路の清掃

に伴う発生土砂等の処分を行いました。 

１１５ページをお願いいたします。第２目 治水対策費でございます。平成

緊急内水対策事業について、法隆寺北１丁目地内で予定している調整池整備工

事を発注いたしましたが、発掘調査に時間を要しましたことから繰り越しを行

っております。 

１１６ページをお願いいたします。第４項 都市計画費、第１目 都市計画

総務費でございます。計画的な道路の整備として、いかるがパークウェイの整

備促進では、国の直轄事業であります、いかるがパークウェイの円滑な事業の

実施と整備促進に向け、事業促進に係る予算確保のための要望活動を行うとと

もに、関係機関等との協議・調整並びに地元対応を行いました。 

次に、住環境の整備として、既存木造住宅耐震診断の支援では、昭和５６年

以前に建築された既存木造住宅の耐震診断を希望される方々へ技術者を派遣

し、その診断について支援いたしました。次に、既存木造住宅耐震改修の支援

では、耐震性が不足していると判断された既存木造住宅を対象とした耐震改修

工事に要する費用に対して支援いたしました。次に、ブロック塀等撤去の支援

では、一定の要件を満たしたブロック塀等を対象に、その撤去に要する費用に

対して支援いたしました。次に、法隆寺駅南北自由通路等照明設備のＬＥＤ化

では、町地球温暖化対策実行計画に基づき、法隆寺駅南北自由通路及び駅前広

場の照明設備のＬＥＤ化改修工事を実施いたしております。 

１１７ページをお願いいたします。地域ぐるみの観光ブランド力の強化とし

て、歴史的風致維持向上計画の推進では、第１期計画が令和５年度で終了する

ことから、令和６年度から１０年間の計画期間で、第２期計画を策定いたして

おります。次に、法隆寺駅南北自由通路等の維持管理では、自由通路等の施設
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について維持管理に努めております。次に、第２目 下水道費でございます。

下水道事業会計への支援として補助金を支出したものでございます。詳しく

は、下水道事業会計において説明させていただきます。第３目 都市下水路費

でございます。都市下水路５路線の浚渫工事を行い、適正な維持管理に努めて

おります。続きまして、第４目 公園費でございます。市街地の整備として、

公園の維持管理では、職員による遊具の定期的な点検パトロールを実施すると

ともに、専門業者による安全点検も実施し、公園及び施設の適正な維持管理に

努めております。 

１１８ページをお願いいたします。公園照明設備のＬＥＤ化では、町地球温

暖化対策実行計画に基づき、上宮遺跡公園等の７公園にて、照明設備のＬＥＤ

化改修工事を実施いたしました。続きまして、第５目 都市計画審議会費でご

ざいます。都市計画審議会の運営では、令和５年度では、１回開催いたしてお

り、町公共下水道の変更についての諮問などを行っております。続きまして、

第６目 開発指導調整費でございます。都市計画法等関係諸法令及び町開発指

導要綱に基づき、良好なまちづくりの推進に努めております。 

１１９ページをお願いいたします。屋外広告物の適正な誘導では、屋外広告

物許可申請にかかる事務処理のほか、違反広告物の簡易除却を行い、良好な景

観の形成に努めております。続きまして、第７目 景観保全対策事業費でござ

います。斑鳩の里にふさわしい景観づくりとして、景観形成作物の普及では、

法起寺周辺地域にて、地域の農地所有者の方の協力により、景観形成作物のコ

スモス栽培を実施し、自然景観と歴史的景観が一体となった風景、景観の形成

を図るとともに、観光資源の充実を図っております。次に、花と緑のまちづく

りの推進では、身近な緑化の推進と住民意識の高揚のため、小学校の入学記念

樹として、町の花「サザンカ」の苗木を配付いたしております。また、産業ま

つりの開催にあわせて花の種を配布いたしました。次に、町並み景観形成の推

進では、歴史的な町並みの維持を図るため、まちなか観光景観形成事業による

補助金の交付を行いました。 

１２０ページをお願いいたします。歴史・自然環境の活用では、斑鳩三塔を

見渡せる視点場の整備候補地である、三井地区の岡ノ原について、整備に向け

た基本計画を作成いたしました。第５項 住宅費、第１目 住宅管理費でござ

います。町営住宅の内装修繕や設備機器等の交換など適正な維持管理に努めま
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した。また、長寿命化対策として長田団地Ａ棟の屋根、外壁改修工事を実施い

たしました。以上、第７款 土木費の決算の概要でございます。 

よろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、第７款 土木費について、質疑をお受けいたしま

す。 横田委員。 

 

資料編の１１６ページですね。中段のほうに既存木造住宅の耐震診断の支援

とあるんですけど、これは斑鳩町では昭和５６年５月３１日以前に建てられた

木造建築というのはどのくらいあるのか。 

それから、全体のどのくらい、何％くらいあるのか、ちょっと教えていただ

けますか。 

 

福居都市創生課長。 

 

現在の総数は把握できていないんですが、令和２年度に策定いたしました斑

鳩町の耐震改修促進計画内で、住宅総数が令和２年度推計値でありますが、こ

れはちょっと木造ではないんですけれども、住宅総数としまして１万１，７９

６戸ございます。そのうち耐震化されている住宅が９，９６２戸ということ

で、その当時の耐震化率は８４％となっているところでございます。 

 

それで結構です。 

 

齋藤委員。 

 

１１２ページの下のところですけれども、去年も聞かせてもらったんですけ

ども、道路環境の整備というところでいつも気になるのは、堤防道路のところ

ですね、御幸橋のところと突き当たるところが細くて怖いですので、そこのと

ころをぜひ急いでいただきたいと思いますし、その見通しを教えてもらえたら

ありがたいです。 
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手塚建設農林課長。 

 

目安堤防線についてでございますが、当該路線につきましては国の補助金を

活用しながら整備を進めているところであり、昨年度は補助の内示が少なく

８．６メートルの堤防の側道の工事を実施したところでございます。今後につ

きましても、補助の割当てが大変厳しい状況ですが、積極的に補助行いながら

整備を進めたいと考えておりますが、計画といたしましても、なかなか補助の

割当てが厳しい中で、何年まで行くというのはなかなか難しいような状況でご

ざいますが、何度も言いますが、補助を要望しながら進めてまいりたいと考え

ております。 

 

西和医療センターの移転もありますので、それにも合わせまして、ぜひ進め

ていただきますようにお願いします。 

それから１１３ページの一番下ですけれども、橋梁の環境整備ということ

で、１７橋の橋を点検されたと書いてますけども、特に問題があるような橋は

なかったのか、あれば改修見込みを教えてもらいたいと思います。 

 

橋梁の定期点検の令和５年度の結果についてですが、１７橋のうち、「健全

な位置判定」が２橋、「予防保全の観察の２判定」が１４橋、３判定の「今

後、支障が出る可能性があり措置を講じるべき状態として５年以内に補修が必

要」という橋梁が１橋ございました。そして、４判定、「緊急に措置を講ずべ

き状態」の橋梁はゼロ橋でございました。 

ですので、３判定の、「５年以内に補修が必要」という橋梁が１橋出ました

ので、今後、この５年以内にまた補修のほうを進めてまいりたいと思っており

ます。 

 

ありがとうございます。南海トラフ地震が発生するという話もありますの

で、早く補修のほうをお願いしたいと思います。 

それから１１６ページですけれども、先ほどの同僚議員の話もありましたけ

ど、既存の木造住宅の耐震化のところですけれども、耐震改修が令和５年度、

１となっておりまして、１月１日の能登半島地震から、住民の皆さんもやはり



 - 60 - 

 

 

 

 

委員長 

 

都市創生

課長 

 

 

 

 

 

 

齋藤委員 

 

 

 

都市創生

課長 

 

 

 

齋藤委員 

 

 

 

 

都市創生

課長 

 

耐震化ということに気を遣ってると思いますけども、募集が３で１しかなかっ

たその原因というんですかね、例えば、お金がかかるだとか、何かネックにな

ってるものというのは何かあるんでしょうか。 

 

福居都市創生課長。 

 

この事業の補助金額につきましてですが、こちらが対象工事費の３分の１と

なっておりまして、かつ上限が５０万円となっております。 

このことから、自己負担しなければならない額がそれなりに高額になると見

込まれることですとか、また、対象建物が昭和５６年５月以前に着工された木

造住宅ということでして、高齢の所有者が多く、また、片づけですとか仮住ま

い等の準備に大きな労力がかかることがありますので、このことから躊躇され

るケースが多いのではないかと考えているところでございます。 

 

ということは、耐震改修に一応、話を聞きに来たとか、そういう件数が結構

多かったのか、もしくは少なかったのか、その辺のところも教えてもらえませ

んでしょうか。 

 

相談件数まで少し把握はできてないんですが、申請自体は２件ございまし

て、うち１件取りやめされた理由としましては、その入居者が入院されまし

て、とてもこの改修工事等を手がける労力がないということで辞退されたとい

うケースがございます。 

 

ありがとうございます。 

それと１１７ページの一番下ですけども、公園の維持管理というところで、

昨年は専門業者の点検が年２回となってましたんですけれども、年１回に変更

された理由というのがありましたら、教えてください。 

 

町では平成２０年から専門業者による点検を年２回行っておりました。この

中で、平成３０年４月に都市公園法の施行規則が見直されまして、この技術的

基準の中で、それまで明文化されていなかった専門業者による遊具の点検頻度
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が、年１回を基本とすると定められました。 

この後ですね、点検回数が定められた以降も、数年間は年２回の点検を実施

してまいりましたが、その間の点検結果の推移と費用対効果等を鑑みまして、

専門業者による点検をこの令和５年度から１回に改めたところでございます。

なお、職員による点検につきましては従来どおり年１２回実施しているところ

でございます。 

 

分かりました。職員の点検もありますので、安全管理よろしくお願いしま

す。 

それからもうひとつ、１２０ページの一番上ですけれども、歴史自然環境の

活用ということで、岡ノ原ということで、昨年も聞いておりまして、早くオー

プンになりましたら、法輪寺から法起寺のルートで観光施設が増えるかなとい

うふうに思っており期待しておりますけども、いつくらいからオープンになる

のか、もしくは現在の計画はどのくらいなのか、教えてもらえませんでしょう

か。 

 

こちら歴史自然環境の活用ということで、視点場の整備の今後のスケジュー

ルについてでございますが、昨年度に大枠の方向性を示す基本計画を策定した

ところであります。今年度と来年度、令和７年度の２か年で、地権者への意向

確認及び合意形成に向けて調整を進めてまいりたいと考えております。 

また、それに併せて先進地の視察ですとか国県の活用できる補助メニューの

確認、また事業手法、管理手法の検討などを行う予定としておりまして、整備

につきましては、それ以降となるというところでございます。 

 

分かりました。地権者もいっぱいいるでしょうから、いろいろ大変だと思い

ますけど、ぜひ、こんなことを言ったら失礼ですが、頓挫しないでやってもら

いたいと思いますのでよろしくお願いします。 

それからもうひとつ、１１９ページの一番上のところですね、屋外広告物の

除却回数と書いてますけ。これは最近、電柱に広告が貼ってあったのが、その

まんま残っててみっともないなというのがあるんですけども、そういうのはこ

の除却回数というか、除去する取組みの中に含まれるんでしょうか。 
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屋外広告物の適正な誘導ということで、屋外広告物の除去回数につきまして

は年７回やっておりまして、主に駅前を中心に巡回して屋外広告物の撤去をし

ているところでございます。 

その実績としましては、現在、電柱等に貼ってある貼り紙が一番多くありま

して、件数にして年間で２６件分除去したところでございます。 

なお、この７回の内訳としましては、６回がシルバー人材センターに委託し

ております。そのほか１回が町職員で巡回しているということでございます。 

 

と言いますと、これは役場のほうにお願いしたら、予算が限りなのか、そう

いう順番待ちだとか、そういうことで除去をお願いできるものなんでしょう

か。 

 

そういうのがもしありましたら、職員の者が行って除去するようしたいと思

っておりますので、また、情報提供よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。以上です。 

 

ほかにございませんか。 伴委員。 

 

１１６ページの下から２番目のブロック塀撤去の支援なんですが、いっと

き、やはり大阪の事件があって、そして非常に関心があったんですけど、それ

から以降、ちょっと年月がたって、どちらかというと意識が薄れてきてるとい

いますか、その中で、これの要件というのを教えてもらえますか。 

支援を受けるときの要件ですね、ちょっと教えてほしいんですが。 

 

福居都市創生課長。 

 

まず、ブロック塀の撤去支援事業についてでございます。対象者としまして

は、ブロック塀等が設置されている土地の所有者または土地に存する建築物の

所有者となっております。 
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対象ブロック塀につきましては、道路等に面するブロック塀となっておりま

す。高さにつきましては６０センチを超えるものでございます。 

対象工事につきましては、この対象ブロック塀を道路の設置面から上までの

高さを６０センチ以下にする工事となっております。 

補助金額につきましては、ブロック塀撤去工事費の２分の１の額、上限は１

０万円となっているところでございます。 

 

私聞くと、先に申請をしないと下りなかったと。工事後に言うと、また、工

事後でも下りると思ってはって、下りなかったということがあったんですが、

これ後からやったら何が不具合があるのか教えてください。後からでもおろし

てあげたらいいような気がするんですが、このあたりなんででしょう。 

 

まず対象工事となるかどうかというところがございますので、そこの事前審

査という意味で先に申請をいただいております。上限もございますことと、ま

た、面積での単価の制限もございまして、その辺りも確認していただいて、ご

自身の負担がどれぐらいになるのかと分かっていただいた上で、工事をしてい

ただく必要があるのかなと考えております。 

また、予算の上限もございますので、先に工事をされてしまうと予算の上限

で、対象になるのに受けていただけないということも十分考えられますので、

その辺りのことから、事前申請制を取っているということでございます。 

 

それであれば、何年に１回かでもこの事業が続いてるのであれば、やはり広

報、薄れてきてますので、またそのあたりをお願いしたいと思います。 

もう一点、１１９ページの一番下のこの町並み景観形成の推進ですか、これ

ひとつ入って２００万円弱の金額になってますねんけど、これはどういうよう

な工事をされたわけですか。 

 

町並み景観形成の事業でございますので、この法隆寺周辺の地域の一般建造

物の景観をよくする事業でございまして、この１件につきましては、法隆寺の

西側の辺りの地域で、門屋の屋根ですとか壁面の改修、また、窓を格子状の窓

にするような工事をされたところでございます。 
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これ令和４年度もちょっとこれ「ゼロ」「ゼロ」になってますし、今後まだ

そういうような建物というのがそこそこあって、この事業は継続してというよ

うな感じで考えておられるのか、そのあたりちょっとお聞きしたいんですけ

ど。 

 

この事業につきましては、斑鳩町の歴史的風致維持向上計画に位置づけられ

た事業でございまして、この計画を今年度からスタートの１０年間でまた新た

に第２期計画が始まっておりまして、その中の事業として位置づけしておりま

すので、この１０年間につきましては引き続き、この事業を続けてまいりたい

と考えているところでございます。 

 

私が聞きたいのは、そこそこ、ここは変えてもらったほうがいいなと思うよ

うな建物というのはそこそこ残ってるといいますか、そのあたり目的といいま

すか、それは分かるんですけど、実際のところまだまだ変わる要素というか、

その歴史的なそれに思ってはるイメージの景観になるようにするための建物と

いうのが残ってるのかどうかというのをちょっとお聞きしたいんですけど。 

 

この歴史的風致維持向上計画の、景観をよくする整備地区というのが重点区

域となっておりまして、この区域がかなり法隆寺門前を中心として広い地域、

西は西里で、東は東里ぐらい入るエリアでございまして、この地域につきまし

ては、まだ景観をよくするための建物というのは、法隆寺を中心として残って

いるものと考えております。 

 

結構です。 

 

ほかにございませんか。 中川議長。 

 

１１２ページの道路環境の整備やねんけど、斑鳩町内で白線の消えてる道路

がかなりあるねんけど、この道路の整備の中には入らへんのかな。 
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手塚建設農林課長。 

 

白線につきましては、交通安全対策費になりますので、こちらではなく総務

費の交通安全対策のほうで計上しているところでございます。 

 

その下の未登記道路の整理やねんけど、前に質問させてもらったときは、何

か事業をするときに未登記道路があったら整理していくということやってんけ

ど、今もそういう状況で、何筆くらい残ってるやろ、未登記道路というのは。 

 

以前に調査したときは、平成３０年末での処理筆数は１，４８５筆ありまし

て、過去、未登記の整理を行いまして、現在でも７８０筆程度あるんですけど

も、これとは別で１４条地図の整理等々で、隅切り部分とかそういった部分も

また発覚してきておりますので、これよりまだ多い件数が存在するというよう

な状況でございます。 

 

これはやはりこの前、言ったように事業にあたらんと整理していかないのか

な。なんでかいうたら、やはり相続というか、こんなん相続しはるのか知らな

いけど、登記しやなあかんときにできないような状況って、出てくることない

のかな。そんなんはないの。 

 

事業のあったときには、今おっしゃったように整理のほうをしていくわけで

すが、当然、例えば、個人さんが土地の整備をする、個人さんが家の建て替え

等々するという中で、そういった未登記があった場合は、その際にも併せて未

登記の整理を行っているところでございます。 

 

そういうときに整理するのに放っといて整理できないような状況になる場合

もあるか分からへんから、やはり整理できる人、すぐに了解もらって登記ので

きるようなところは整理していくとかいうような考え方はないのかな。 

 

積極的に町のほうから計画的にこの部分、この部分というような形の整理は

なかなか難しいと考えておりまして、何度も言うように、町の事業、個人さん



 - 66 - 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設農林

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

建設農林

課長 

 

の事業等々で発覚した部分に対しての整理を少しずつでも進めていきたいとい

うような考え方でございます。 

 

次にね、貯留施設の維持管理で３１万１，３００円て、これ県の指導という

か、千平米超える開発には貯留施設を整備しろという、これは県のあれやわ

な。 

あと、開発が終わった後、この池を県やなしに町に寄附というか移管して、

町でこれをずっと管理していかなあかんよな。これ県が決めたことやのに、何

で町がこの管理をしていかなあかんのか、ずっと不思議でしゃあないのがひと

つと、これを県に何か、せめて何ぼか、２分の１でも経費として出せよとかい

うような話はできないのかな。 

 

基本的にこの貯留施設につきましては、大和川総合計画の、大和川に大雨が

降ったときの負担をかけないということの一環として、行政のほうではため池

貯留等々やってるんですけども、民間においてもそういった貯留施設をつくる

ことによって、河川の負担を減らすというのが大きな目的でございまして、県

のほうが主導となって、奈良県では主体的に他府県ではないようなこういった

民間の開発で調整池を設けているというような状況でございまして、その中

で、その地域、地域の浸水被害を軽減することもございますので、どうしても

町がそれを引き受けて管理をするということになっている状況でございます。 

そして、県にも国も対してですけれども、これに対する維持管理というのは

どこの市町村も多くの金額がかかりますので、こういった維持管理についての

補助を国・県に要望はしているところでございます。 

 

それはそれで結構ですけども、その下のね、井堰管理組合に対する支援で３

０万円あるんだけど、これは要っても要らんでも毎年ずっと３０万円出してる

のかな。 

 

こちらの井堰管理組合につきましても、竜田川に存在する峨瀬井堰、三室井

堰について補助を行っているところでございますが、年間、電気代等々を含め

ますと、ファブリダムを膨らます電気代、ポンプアップでポンプを使用する電
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気代等々、約１００万円以上の金額が必要になってきますので、その中で１地

区１５万円の補助を行っているという状況でございます。 

 

ほかにございませんか。 小城委員。 

 

資料編の１１２ページの、道路関係の整備のところの路肩の草刈りなんです

けど、これはもう町に関わるところで、県の河川とかその辺は入ってないとい

う認識でいいですか。 

 

手塚建設農林課長。 

 

県の河川も入っております。といいますのが、県の河川の堤防につきまして

は、町道として県の河川の堤防を占用させていただいている立場でございます

ので、その占用してる道路から１メートルの範囲につきましては、占用者の町

が草刈りを行うことになっておりますので、町で草刈りを実施しているところ

ございます。 

 

ありがとうございます。県の河川のところで県がやってくれる草刈りという

のは年何回かあって、それはもう県が全部やってるという認識でいいですよ

ね。 

 

基本的には、県の河川につきましては、何年か前までは年１回の草刈りやっ

たんですけども、ここ数年は年２回の草刈り、それも堤防の天場から下までの

全体の草刈りを県のほうが２回やっていただいておりまして、そこで２回だけ

では道路部分に繁茂しますので、その足りずの１メートル部分だけを町が年３

回から４回行ってるような状況でございます。 

 

ありがとうございます。たぶん、再三、県にも要望してもらってると思うん

ですけど、県の河川のところで草って刈るタイミングでどうしてもそうなって

くると思うので、町の持ち出しができるだけないようにというのを、また県の

ほうに要望していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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以上です。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

そうしましたら、これをもって、第７款 土木費に対する質疑を終結しま

す。 

次に、第８款 消防費、第１項 消防費、第４目 水防費、令和５年６月２

日豪雨応急対策関係について、先に総務部長から一括して説明を受けておりま

すので、第８款 消防費についての質疑をお受けいたします。 

資料編の１２４ページ。ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、第８款 消防費に対する質疑を終結します。 

次に、第１０款 災害復旧費、第１項 農林水産業施設災害復旧費及び第２

項 公共土木施設災害復旧費について、先に総務部長から一括して説明を受け

ておりますので、第１０款 災害復旧費についての質疑をお受けします。 

ページ数は１６６ページになります。 

 

（ な  し ）  

 

これをもって、第１０款 災害復旧費に対する質疑を終結します。 

次に、認定第６号 令和５年度斑鳩町水道事業会計決算の認定についての審

査を行います。 

理事者の説明を求めます。 上田都市建設部長。 

 

認定第６号 令和５年度斑鳩町水道事業会計決算の認定について、ご説明さ

せていただきます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 
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（ 議案書朗読 ） 

 

それでは、令和５年度 斑鳩町水道事業会計決算書に沿って説明させていた

だきます。決算書の２ページ３ページをお願いいたします。 

（１）収益的収入及び支出でございます。収入では、第１款 水道事業収

益、最終予算額７億５，９７０万２千円に対しまして、決算額７億８，６７８

万５，９４６円、差し引き２，７０８万３，９４６円の増となっております。 

次に、支出でございます。第１款 水道事業費用、最終予算額１０億６，８

０６万円に対し、決算額９億４０万９，０４５円、不用額１億６，７６５万９

５５円でございます。 

次に、４ページ５ページをお願いいたします。（２）資本的収入及び支出で

ございます。第１款 資本的収入では、最終予算額１億７，４６９万１千円に

対しまして、決算額１億５,８４６万７,６００円となり、１，６２２万３,４

００円の減でございます。 

次に、支出でございます。第１款 資本的支出では、最終予算額３億７，９

９５万円に対し、決算額が３億８７３万７，９０２円で、不用額は７，１２１

万２，０９８円でございます。表の欄外のとおり、資本的収入額が資本的支出

額に不足する額１億５，０２７万３０２円につきましては、当年度消費税及び

地方消費税資本的収支調整額１，３３９万１，５１２円と、過年度分損益勘定

留保資金１億３，６８７万８，７９０円で補填いたしております。 

次に６ページをお願いいたします。損益計算書でございます。当年度純損失

は１億２，７０９万２８１円となり、当年度未処理欠損金は５６２万４２４円

となりました。 

７ページをご覧ください。剰余金計算書でございます。最下段をお願いいた

します。当年度変動額として、当年度未処理欠損金が５６２万４２４円とな

り、資本合計は２１億８，８２３万８，５０７円となっております。 

８ページをお願いいたします。令和６年３月３１日現在の貸借対照表でござ

います。まず、資産の部では固定資産が５２億４，７０２万２，９６９円、流

動資産は６億４７９万４，３７３円でございます。 

次に９ページ、負債の部では、固定負債、流動負債、繰延収益の負債合計が
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３６億６,３５７万８，８３５円でございます。資本の部では、合計２１億

８，８２３万８，５０７円となっております。 

次に、令和５年度 決算付属資料の２ページをお願いいたします。水道事業

報告書についてご説明させていただきます。（１）総括事項といたしまして、

業務状況では、契約件数が前年度より８２件増加し１万１，６３５件となり、

年間総給水量は前年度と比較して７万７，６０７立方メートル減の２９５万８

４２立方メートルでございます。なお、有収率は昨年度と比較して１ポイント

増の９３．６％となっております。建設改良費では、配水設備で、現場技術業

務委託１件、配水管新設工事で１件、老朽管更新事業で工事４件、公共下水道

築造工事関連で工事３件を発注し、管延長１，４６１ｍの整備を行いました。

浄水場設備改良費では、三井上水道庁舎改修工事を行っております。これら建

設改良事業に係る事業費は、前年度より１,９０８万４千円減の２億１，２６

４万１千円となります。詳細につきましては、５ページに、工事別に工事内

容、金額、工期を記載いたしております。 

次に、財政状況でございます。営業収益のうち、給水収益は、有収水量が前

年度と比べ４万３，３０７立方メートル減少し、物価高騰による生活支援対策

として、基本料金を９か月分免除いたしましたことから、前年度と比較して

２,２３５万７，３０２円減の４億９,５２４万８,１２３円となっておりま

す。 

また、営業費用では、前年度と比較して１，３８０万９４７円減の６億６，

６１４万６,４５５円となりました。主な内訳といたしまして、原水及び浄水

費では、修繕費、受水費等の減により、前年度と比較して９５８万３，７１５

円の減、配水及び給水費では、修繕費等の減により、前年度と比較して８５５

万２,９８１円の減、総係費では、委託費等の増により、前年度と比較して２

０６万９,９２６円の増、減価償却費は、前年度と比較して５０３万５,２０３

円の減となっております。営業外収支では、収益が１億８,７１３万６，２５

１円、費用が１,７８７万１，４０６円となり、営業外収支は１億６，９２６

万４,８４５円となり経常利益は２,６３３万５,８０９円となっております。

特別利益及び特別損失では、浄水場庁舎解体等に伴う臨時損失により１億５，

３４２万６，０９０円の損失となっております。以上から、純損失は１億２,

７０９万２８１円となっております。次に、資本的収支では、冒頭に申しあげ
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ましたとおり１億５，０２７万３０２円の支出超過となり、過年度分損益勘定

留保資金と、消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填いたしておりま

す。 

次に、３ページをお願いいたします。（２）経営指標に関する事項では、決

算における経営成績について、経営の健全化を示す経常収支比率は、前年度比

５．９５ポイント増の１０３．８５％となっております。また、料金水準の妥

当性を示す料金回収率は、前年度比２．６８ポイント増の８７．４２％とな

り、１００％を下回るものの、基本料金を９か月免除したことによる一時的な

減少でございます。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す、有形固定資

産減価償却率は前年度比０．３３ポイント増の５５．１０％、法定耐用年数を

経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比１．６５ポイント増

の３０．１２％となり、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率

は前年度比０．７７ポイント減の０．８５％となっております。 

次に、４ページをお願いいたします。（３）議会議決事項として７事項、

（４）職員に関する事項では、職員の配置状況として、業務関係で転入が１

名、転出及び退職が１名で増減はなく、また会計年度任用職員が１名増となっ

ております。 

次に、６ページをお願いいたします。業務量に関する事項でございます。下

段、供給単価では、１立方メートル当たり消費税抜きで１７９円３１銭、物価

高騰による生活支援策による収益減のため、前年度比較で６円２１銭の減とな

っております。給水原価は、１立方メートル当たり消費税抜きで２０５円１２

銭、浄水場庁舎の解体等によって長期前受金戻入が増加した結果、前年度と比

較して１３円８２銭の減となっております。 

次に、９ページをお願いいたします。（１）固定資産の取得状況でございま

す。三井上水道庁舎改修工事により３,１０４万円、構築物では管工事で総延

長１,４６１ｍなど、１億８，６９６万６,９１６円の資産を取得いたしており

ます。（２）重要な契約の要旨として、契約額が１千万円以上の工事が８件、

委託を１件発注いたしております。 

次に、１０ページをお願いいたします。（３）企業債及び一時借入金の概況

では、企業債の前年度末残高が１１億７，７７０万３，１３４円、本年度借入

高が９，３００万円、本年度償還高が９，５７６万２，４７２円となり、本年
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齋藤委員 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

上下水道

課長 

 

度末残高は１１億７，４９４万６６２円となっております。なお、一時借入金

はございません。（４）他会計補助金の使途につきましては、収益の部では、

営業収益中の給水工事収益は受託工事費に、手数料及び雑収益は、配水及び給

水費に充当し、営業外収益中の他会計補助金は、減価償却費及び、企業債利

息、総係費に、雑収益は総係費に充当いたしております。特別利益中の過年度

損益修正益は減価償却費へ充当いたしております。また、資本の部では、工事

負担金を建設改良費へ充当いたしております。（５）その他の会計処理に関す

る事項では、たな卸資産の購入限度額の執行額は８３万２，３７５円となって

おります。 

なお、１１ページ以降、決算関係書類、２１ページ以降に参考書類、決算資

料として、資料①から資料⑤を添付いたしております。 

以上で、認定第６号 令和５年度 斑鳩町水道事業会計決算の認定について

の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議を賜り、なにとぞ原案どおり可決、認定いただけますようお

願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、水道事業会計について、質疑をお受けいたしま

す。 齋藤委員。 

 

主要施策の成果報告の本編の３６ページの一番下ですけども、ライフライン

の確保のところで、アセットマネジメントにより、計画的に老朽管の更新を進

めたとありまして、右のほうの進捗率を見ますと、令和３年度、１８．２、令

和４年度、２４．５、令和５年度、４８．６ということで、一気に倍近く進捗

が増えてますけども、これはどのような工事でこのように進捗が進んだのか教

えてもらえませんでしょうか。 

 

岡村上下水道課長。 

 

老朽管の更新についてでございますが、毎年度、計画的に進めていってると

ころですけども、まずこちらに載させていただいてる第５次総合計画として、

令和３年度から１０年間において、漏水等ライフラインの影響を考慮して、合
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上下水道

計１５０ミリ以上の管路で、４０年以上経過した塩化ビニル管の更新を整備目

標としているところでございます。 

その中で、１５０ミリ以上の４０年以上を経過した塩化ビニル管でございま

すが５．６キロあります。ただ、こちらにつきましては、他事業との関連事

業、優先順位等を考慮しまして、１０年間で整備を４，１９０ｍとしていると

ころでございます。 

これにつきまして、前期計画として５年間で２，２９０ｍを整備目標として

いますことから、令和４年度は他の関連等考慮しまして、口径１５０ミリ以上

の管の整備延長が１４５メートルとなっていたのですが、令和５年度は５５２

ｍの更新が進められたことから、進捗率が大幅に上昇する結果となっておりま

す。 

 

分かりました。ということは、この塩化ビニル管というのは少なくて、距離

もそんなに長くなかったので、たまたまそこが工事の時期に入って一気に進ん

だというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

おっしゃるとおりで、塩ビ管につきましては、ここは基幹管路として１５０

ミリということなんですけども、１００以上の管等もございます、１００ｍと

かの。ただ、そちらのほうについてはここにカウントされてないので、たまた

ま下水道との関連工事等で、１５０ミリ以上の管の工事が少なかったというこ

とでございます。 

 

あともうひとつ教えてもらいたいのが、令和５年度水道事業会計決算資料１

７なんですけど、昨年までは一番最後のページに財政推計表というのが添付さ

れておったんですけども、令和５年度の決算はついてないです。 

水道事業といいますのは、令和７年度から一体化になりますので、令和５年

度、令和６年度の推計表というか、その詳細というのが分かるようなものはつ

けなくてもよかったというか、何かつけてほしかったなと思うんですけど、つ

けなかった理由というのは何かあるんでしょうか。 

 

こちらにつきましては、令和７年度から先ほど申しましたように一体化にな
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るということで、そういった中で当然、県全体の推計表とか斑鳩町も含めた分

も出している中で、ちょっと数値等が混乱したりとかしても駄目なので、そち

らのほうで説明させていただいてるということで、今回は省略させていただい

たというところでございます。 

 

私もついてないのは気になったんですけども、まだ入るかどうか決まってな

いよという中で、資料としてはやはり決定するまでは出していただきたいなと

思うんですけど。その混乱するからというのはきちっと比較できるようにとい

うことでも出してほしかったなと思うんですけど。 

それは委員さんからも意見があって、今回、議案で出てきまして、今議会で

方向性は決まるんでしょうけど、そこの受け止めちょっと答弁してもらえま

す。資料がないという指摘に対して。 岡村上下水道課長。 

 

推計表ついては精査はしているところなので、またつけさせていただくとい

うことで。 

 

すぐにできるんですか。 

 

はい、つけさせていただくということ。 

 

会期中に資料、出せるんですか。 

 

はい、ありますので、つけさせていただきます。 

 

今、持ってるんですか。 

暫時休憩します。 

 

（ 午後２時１６分 休憩 ）  

（ 午後２時１８分 再開 ）  

 

再開します。 岡村上下水道課長。 
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資料につきましては。建設水道常任委員会のほうで説明させていただくとい

うことで、ご了承願います。 

 

そうしましたら、そのようにお願いするのと、休憩中に齋藤委員からもあり

ましたように、企業団に加入するまでの期間ですね、令和６年度についても資

料としてはつけてほしいと思いますので、そのこともお願いしておきます。 

ほか、質疑等ございませんか。 奥村委員。 

 

一点、監査委員のほうから、水道事業決算審査意見書の中で配水管で漏水が

生じると有収率が低下するということで、漏水検知技術について情報収集し

て、可能なものがあれば漏水をしっかりと見つけられる、そういう機械を導入

してはどうかというふうに言っていただいてるんですけども、そこについては

ご意見はいかがでしょうか。 

 

岡村上下水道課長。 

 

現在、漏水調査につきましては、音調調査と申しまして音を聞いて漏水箇所

を見つけるであるとか、定点的に機械をふせまして音の変化がないかとかいっ

た漏水調査というのは、現在、業務としてさせていただいているところでござ

いますので、引き続き、そういった調査をしながら、未然に漏水が防げるよう

にしていきたいということで考えております。 

 

今のご意見でしたら、今までやっている夜中とか音の静かなときに聞きに回

るというか、それをそのまま続行するということとお考えになってるというこ

とですかね。 

 

引き続き、状況を見ながら実施していきたいと考えております。 

 

ということは、監査委員がおっしゃってる情報をしっかり収集して、この漏

水管を早く見つけるために新技術を導入していってはどうかということに関し
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ては、今のところは考えてはいないということでしょうか。 

 

今のところは通常どおりなんですけども、今後そういった新技術等、調査・

研究してまいりまして、また、調べながら進めていきたいということで考えて

おります。 

 

ほかにございませんか。 小城委員。 

 

たぶん、水道管の老朽化がいろいろ進んでいて、いわゆる途中、弁を入れた

りとかで、被害があったときに被害範囲を狭める努力というのはしてもらって

いると思うんですけれども、今後もし起こったときに一番被害の出るところと

いうのは想定はされてますか。 

 

岡村上下水道課長。 

 

直接被害というか、現在、先ほど言いました老朽管ですね、４０年以上経過

している塩ビ管であるとか、そちらのほうについては当然、把握しているとこ

ろなので、そういったところに注意が必要なのかなということで考えていると

ころでございます。 

 

引き続き、その辺、注意していただいて、被害拡大だけないように努めてい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、水道事業会計に対する質疑を終結します。 

次に、認定第７号 令和５年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定についての

審査を行います。 

理事者の説明を求めます。 上田都市建設部長。 
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それでは、認定第７号 令和５年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定につい

て、説明させていただきます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

それでは、令和５年度 斑鳩町下水道事業会計決算書に沿って説明させてい

ただきます。 

決算書２ページ、３ページをお願いいたします。（１）収益的収入及び支出

でございます。収入では、第１款 下水道事業収益、最終予算額７億４，１５

８万６千円に対しまして、決算額７億３，６４０万７，１６２円、差し引き５

１７万８，８３８円の減となっております。 

次に、支出でございます。第１款 下水道事業費用、最終予算額７億２,８

７５万４千円に対し、決算額７億１，９４２万２，１１８円、不用額９３３万

１，８８２円でございます。 

次に、４ページ、５ページをお願いします。（２）資本的収入及び支出でご

ざいます。第１款 資本的収入では、最終予算額８億５，６３９万５千円に対

しまして、決算額７億９，８７９万５千円となり、５，７６０万円の減でござ

います。 

次に、支出でございます。第１款 資本的支出では、最終予算額９億３，１

０９万７千円に対し、決算額が８億６，２７２万８，９０１円、継続費逓次繰

越が２千万円で、不用額は４，８３６万８，０９９円でございます。 

なお、表の欄外のとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額６，３

９３万３，９０１円につきましては、当年度消費税及び地方消費税資本的収支

調整額６８６万３，７２３円と、過年度分損益勘定留保資金５，７０７万１７

８円で補填いたしております。 

次に、６ページをお願いいたします。損益計算書でございます。当年度純利

益は１，０１２万１，３２２円となり、当年度未処分利益剰余金は３，６７９

万３，０６７円となりました。 

７ページをお願いいたします。剰余金計算書でございます。最下段をお願い
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いたします。当年度変動額として、当年度未処分利益剰余金が３，６７９万

３，０６７円となり、資本合計は１４億９，６３４万２千円となっておりま

す。 

８ページをお願いいたします。令和６年３月３１日現在の貸借対照表でござ

います。まず、資産の部では固定資産が１８４億４，８６８万１，５６６円、

流動資産は４億５３１万２，７８５円でございます。 

次に、９ページ、負債の部では、固定負債、流動負債、繰延収益の負債合計

が１７３億５，７６５万２，３５１円でございます。資本の部では、合計１４

億９，６３４万２千円となっております。 

次に、令和５年度 決算付属資料の２ページをお願いいたします。下水道事

業報告書についてご説明させていただきます。（１）総括事項といたしまし

て、業務状況では、本年度の業務量は、供用面積が４ヘクタール増え、２７３

ヘクタールとなり、供用人口が１万９，９０４人となりました。また、接続申

請件数は２３３件増加し、累計５，０５７件となり、普及率は、昨年度と比較

して１．３ポイント増の７１．０％、水洗化率は、昨年度と比較して１．７ポ

イント減の７６．２％となっております。建設改良費では、管路建設改良事業

で、継続工事１件を含め、工事８件・委託業務２件を発注し、管渠延長１，７

０８ｍの整備を進めました。これらの事業費は３億５，２５８万８，６００円

となっております。詳細につきましては５ページに、工事別に工事内容、金

額、工期を記載いたしております。 

次に、財政状況でございます。営業収支は４億２,７８８万９，２２４円と

なり、営業収益では、前年度と比べ３５８万７４３円増の１億６，４７８万９

０２円となっております。営業費用では、前年度と比較して１，４１４万５，

６５４円増の５億９,３０９万１２６円となり、その主な内訳といたしまして

は、減価償却費１，１８４万４，２０５円の増、流域下水道管理運営費負担金

が１５０万５，４９４円の増となっております。 

また、営業外収支では４億３,９５２万６,９４６円となり、特別損失では１

５１万６，４００円の増となりました。以上から、純利益は１，０１２万１，

３２２円となっております。 

次に、資本的収支では、冒頭でご説明しましたとおり６,３９３万３,９０１

円の支出超過となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と、過
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年度分損益勘定留保資金で補填いたしております。 

次に、３ページをお願いいたします。（２）経営指標に関する事項では、決

算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は１０１．６

４％で１００％を超えておりますが、整備途中のため使用料収入が少なく、一

般会計からの補助金に依存している状態となっております。また、使用料で回

収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率では、７

０％台と低く、本町の公共下水道が整備途中で、普及率が未だ低いため、維持

管理費に対して、有収水量が少ないことが原因となっております。一方、管渠

等が比較的新しいことから、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資

産減価償却率は１３．５４％と低く、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合

を示す管渠老朽化率や、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管渠改率

は、ともに０％となっております。 

次に、４ページをお願いいたします。（３）議会議決事項として４事項、

（４）認可行政官庁許認可事項では、斑鳩町公共下水道都市計画区域拡大に伴

う、斑鳩町公共下水道計画の変更として１事項、（５）職員に関する事項で

は、職員の配置状況として、転入による増が１名、転出による減が２名とな

り、合計で１名の減となっております。 

８ページをお願いいたします。（１）固定資産の取得状況でございます。構

築物で、管工事総延長１，７０８ｍ、３億３，８３３万８，８８７円、また、

宅地造成に伴います受贈構築物としまして１，６７６万７千円を取得いたして

おります。 

９ページをお願いいたします。（２）重要契約の要旨として、契約額が１千

万円以上の工事５件と、測量調査設計業務委託１件、事業計画変更業務委託１

件、水道工事に伴う水道移設工事補償１件でございます。 

次に、１０ページをお願いします。（３）企業債及び一時借入金の概況で

は、企業債で、前年度末残高が８２億９，１０８万３，１８９円、本年度借入

高が２億４，６５０万円、本年度償還高が４億７，６２６万１，５５６円とな

り、本年度末残高は８０億６，１３２万１，６３３円となっております。な

お、一時借入金はございません。（４）その他の会計処理に関する事項では、

他会計補助金として、合計で５億１，９４４万１千円を受け入れており、他会

計補助金等の使途につきましては、収益の部では、一般会計からの補助金を総
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係費等に充当し、資本の部では、国庫補助金は管路建設改良費に充当し、一般

会計からの補助金及び、下水道事業負担金は、企業債償還金に充当いたしてお

ります。 

なお、１２ページ以降に決算関係書類、２７ページ以降に参考書類、決算資

料として１から４を添付いたしております。 

以上で、認定第７号 令和５年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定について

の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議を賜り、なにとぞ原案どおり可決、認定いただけますようお

願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、下水道事業会計について、質疑をお受けいたしま

す。 齋藤委員。 

 

令和５年度水道事業会計決算資料２０の一番最後のページの財政推計表につ

いて、二、三教えてもらいたいんです。 

収益的収支、資本的収支の中の他会計補助金、それから資本的収支の中には

他会計出資金という欄がありまして、令和４年度と推計表を比べてみますと、

金額は合計しますと、ずっと最終年度まで、令和２２年度まで一緒で推計し

て、他会計からの補助金は金額が計算は一緒なんですけども、ひとつ収益的収

支の他会計からの補助金が少しずつ少なくなっていって、それから資本的収支

の他会計出資金が少しずつ増えていってるのは、これはどういう理由なのか教

えてもらえませんでしょうか。 

 

岡村上下水道課長。 

 

こちらにつきましては決算の精査によりまして、まず、資本的収入の、いわ

ゆる３条予算なんですけども、こちらのほうはもともと予算当時、財政推計を

つくるときよりも接続件数等の増加により、使用料収入が増額になったことか

ら、繰入金のほうを下げて計算した中で、またもうひとつですね、資本的収入

の４条、こちらのほうと、割り振りですね、調整しながらやっておりますの

で、３条の資本的収入の分が下がっているといったところでございます。 
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ちょっとよく分からないんですけど、分かりやすく教えてもらいませんでし

ょうか。 

 

上田都市建設部長。 

 

財政推計の推計表の中で、収益的収支の上から１番目、使用料収入という欄

がありまして、使用料収入は当然、接続率が高くなって接続ケースが多くなり

ますと、当然、使用料が増えてまいりますので、その分、財源が出てきますの

で、一般会計からの補助金が減っていくという、それが収益的収入になりま

す。 

そして資本的収支の他会計出資金が減っていってますけども、それは整備が

だんだん終わっていって、整備が完了するに伴って、だんだん完成に伴うとい

うことで、出資金がだんだん少なくなるという。 

当然、起債、償還とかも少なくなってきますので、その分で少なくなってい

くというようなことでございます。 

 

部長、今の説明、おかしくないですか。資本的収支の他会計出資金、増えて

いってますよ。上田都市建設部長。 

 

申し訳ございません、整備が完了するものの、起債の償還がピークという

か、だんだん増えていくので、償還金に係る費用で増えていくということで、

一般会計からの補助金はそれを見越した額で計算しているということです。 

 

齋藤委員。 

 

ということは、要するに一般会計からの補助金、クロスして収益的収支は補

助金は接続率が増えているから少しずつ減らしていきますと。 

その減らした分を企業債の残高を減らすために、ちょっと増やしていって

る、そういう意味でなくて。 
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上田都市建設部長 

 

改めてすみません。事業を進める上で、金額、国庫補助金以外の起債に頼る

部分は３０年償還として借りております。 

だから、平成の当時からずっと３０年の償還金がありますので、そのピーク

を迎えるのが、令和１３年頃の出資金が４億４，７００万円、これピークを迎

えますので、償還金のピークを迎えます。 

その後、令和１４年以降は、その償還がだんだん終わっていきますので、出

資金は減っていくと。要は、ピークが令和１３年度をピークとして起債の償還

に充てているということでご理解いただきたいと思います。 

 

それは分かりました。 

しかし、収益的収支と資本的収支の合計額が昨年度と一緒というの。一緒で

少しずつ収益的収支の他会計からの補助が減っていって、減った分だけ他会計

からの出資金が増えていってる。 

全体は減ってきてるけども、金額が増えていってるというのはなんでかな。 

 

暫時休憩します。 

 

（ 午後２時４０分 休憩 ） 

（ 午後２時４５分 再開 ） 

 

再開します。 岡村上下水道課長。 

 

財政推計表なんですけども、毎年そんなに大きく変わることはないので、そ

ちらのほう割り振りした中で、現在の数字になっているということでございま

す。 

 

わかりました。もうひとつ、企業債残高がですね、昨年度の分と比べて減っ

てきている、これはすごい素晴らしいことだと思うんです。この減ってきた、

改善した理由というのは、それはもちろん改善努力だと思うんですけど、それ
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は主なものは何が改善努力になったのか。 

 

主な要因としましては、現在整備を進めている中で、普及率が上がっている

ということになるんですけども、企業債の概念としましては、整備された公共

下水道はその時期の世代だけが恩恵を受けるのではなく、将来に渡って受益を

受けることから、現世代だけ負担がかからないよう、負担をならすという意味

合いもございますので、平成４年度から整備を進め、現在企業債残高が８０億

円を超えていることから、今後の次世代に大きな負担残高が減少する範囲で、

整備を進めて普及率が上がっているということで、このような結果になってい

るということでございます。 

 

それはようわかりますけども、企業債残高が昨年度の決算よりも減ってい

る、それはそういうことなんですけども、減らしたということは、なんか去年

よりも、おととしよりも去年のほうが努力したから減らしたわけですよね、そ

の努力したのはなにを努力したから減らしたのか。 

 

暫時休憩いたします。 

 

（ 午後２時４７分 休憩 ）   

（ 午前２時５０分 再開 ）   

  

再開します。 上田都市建設部長。 

 

 当該年度の事業費が返す額を上回らないように事業を進めていることで、残

高が減っているということでございます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、下水道事業会計に対する質疑を終結します。 
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委員長 

 

 

小城委員 

以上で、都市建設部所管に係る決算審査を終わります。 

理事者入れ替えのため３時１０分まで休憩します。 

 

（ 午後２時５２分 休憩 ） 

（ 午後３時１０分 再開 ） 

 

再開します。 

それでは、続きまして、教育委員会所管に係る決算審査を行います。 

初めに、第２款 総務費について、説明を求めます。 本庄教育次長。 

 

それでは、第２款 総務費のうち、教育委員会事務局が所管いたします決算

の概要について、ご説明申しあげます。失礼して座って説明させていただきま

す。 

主要な施策の成果報告書（資料編）の２５ページをお願いいたします。第１

項 総務管理費、第１１目 青少年対策費でございます。青少年の健全育成のた

め、青少年問題協議会が中心となり、青少年に対する声かけなど、夜間を中心

とした巡回補導活動を実施し、青少年の非行防止に努めました。また、青少年

の非行・被害防止強調月間及び子ども・若者育成支援強調強化月間に合わせ、

７月の商工まつり会場及び１月には小中学校において啓発物品の配布を行い、

住民の方々に対する青少年の健全育成に向けた意識の高揚と協力要請、協議会

組織の周知に努めました。さらに、青少年悩み事相談の実施として、引き続

き、中央公民館に相談員を配置し、青少年のあらゆる悩みごとに対する相談事

業を実施し、青少年を含めた住民の悩みの解消に努めました。 

以上、第２款 総務費のうち、教育委員会事務局が所管いたします決算の概

要の説明とさせていただきます。 

よろしくご審査賜りますようお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、第２款 総務費について、質疑をお受けいたしま

す。 小城委員。 

 

青少年の啓発のところなんですけど、たぶん昔と今って状況が変わってて、
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補導件数とかも減っているのかなと思うんですけども、そのあたりって補導件

数であったりとか、町で見たとかっていう。 

 

本庄教育次長。 

 

小城委員おっしゃっていただきましたように、昔のように夜間に徘徊といい

ますか、たむろしている中学生、高校生等々は見受けられないという状況が、

ここ数年続いている状況でございます。 

 

たぶん時代が変わってきて、そうなっているのかなと思うので、この辺りの

物品配布であったりというところも、年々変えていかないといけないと思うん

で、そのあたりまた考えていただいて、今の時代に合ったやり方で啓発活動と

いうのを続けていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、第２款 総務費に対する質疑を終結します。 

次に、第３款 民生費について、説明を求めます。 本庄教育次長。 

 

それでは、第３款 民生費のうち、教育委員会事務局が所管いたします決算

の概要について、ご説明申しあげます。失礼して座って説明させていただきま

す。 

主要な施策の成果報告書（資料編）の６１ページをお願いいたします。第２

項 児童福祉費、第４目 学童保育運営費でございます。放課後児童対策の充実

では、児童の健全育成と女性の社会進出、就労等を支援するため、学童保育を

引き続き実施し、学童保育室の適切な管理運営を行い、保護者が安心して児童

を預けられる環境づくりに努めました。 

６２ページをお願いいたします。学童保育室の充実では、学童保育室の保育

環境の改善等のため、ＮＴＴ西日本が提供する固定電話サービスのＩＰ網への
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溝部委員 

 

 

委員長 

 

 

 

移行に伴い、旧式の非常通報装置の更新を行うとともに、東学童保育室の雨よ

け対策工事と、東・西学童保育室の屋外水栓の取付工事を行いました。 

以上、第３款 民生費のうち、教育委員会事務局が所管いたします決算の概

要の説明とさせていただきます。 

よろしくご審査賜りますようお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、第３款 民生費について、質疑をお受けします。 

溝部委員。 

 

すみません、学童の受入れの状況についてお伺いしたいんですけども、支援

が必要なお子さんの受入れの状況っていうのは、今どんな感じになっているん

ですか。 

 

本庄教育次長。 

 

支援を必要といたします児童の入室希望がありました場合には、児童本人、

また保護者の方、あるいは必要に応じて通っている小学校、また幼稚園、保育

園などとも協議をしながら職員の配置、また受入れ環境の検討等をいたしまし

て、対象児童個々の状況に応じた対応をできるようにということで、努めさせ

ていただいております。 

例えば令和５年度でありましたら、斑鳩学童が１０人、東学童が９人、西学

童が２人の合計２１人の支援の必要のある子どもさんを受け入れている状況と

なっております。以上でございます。 

 

そういう相談があって、その方は私が聞いて時には知らなかったのかなと思

いますので、相談がありましたらぜひとも対応をお願いします。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 
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生涯学習

課参事 

 

 

齋藤委員 

 

 

委員長 

 

これをもって、第３款 民生費に対する質疑を終結します。 

次に、第７款 土木費について、説明を求めます。本庄教育次長。 

 

それでは、第７款 土木費のうち、教育委員会事務局が所管いたします決算

の概要について、ご説明申しあげます。失礼して座って説明させていただきま

す。 

主要な施策の成果報告書（資料編）の１１５ページをお願いをいたします。

第３項 河川費、第２目 治水対策費でございます。平成緊急内水対策事業の実

施におきまして、貯留施設の建設に伴い、埋蔵文化財を適切に保存するため、

事前の発掘調査（試掘調査）を実施をいたしました。 

以上、第７款 土木費のうち、教育委員会事務局が所管をいたします決算の

概要の説明とさせていただきます。 

よろしくご審査賜りますようお願い申しあげます。 

 

そうしましたら、第７款 土木費についての質疑をお受けいたします。 

齋藤委員。 

 

試掘調査を実施したとありますけども、具体的に発掘できたものありました

ら、教えてもらえませんでしょうか。 

 

平田生涯学習課参事。 

 

見つかったものの主な内容としましては、古墳時代から平安時代くらいもの

までの井戸や溝、柱穴などの遺構、土器や瓦などの遺物などが見つかっており

ます。 

 

わかりました。また大きなものがでましたら展示会とかお願いします。 

以上です。 

 

ほかにございませんか。 
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（ な  し ） 

 

これをもって、第７款 土木費に対する質疑を終結します。 

次に、第９款 教育費について、説明を求めます。 本庄教育次長。 

 

それでは、第９款 教育費についてご説明させていただきます。失礼して座

って説明させていただきます。 

主要な施策の成果報告書（資料編）の１２８ページから１６５ページでござ

います。１２８ページをお願いをいたします。はじめに、第１項 教育総務費

でございます。第１目 教育委員会費では、教育委員会におきまして、時代に

応じた教育や特色ある教育、また、生涯学習や文化等に関する教育行政全般の

方針の審議や、学校計画訪問等を行いました。続いて、第２目 事務局費でご

ざいます。子ども模擬議会の開催では、一日議員として議会で意見や希望を発

表することにより、行政や議会に関心を持つ機会づくりを目的とした体験学習

の場として、子ども模擬議会を開催をいたしました。次に、就園・就学事務及

び特別支援教育就学指導の充実では、次年度に就園・就学予定の幼児・児童に

対する健康診断の実施や、就園・就学に係る案内等を行ったほか、支援を必要

とする児童・生徒等に対して、医師や学校関係者等による教育支援委員会や就

学予定児教育相談を開催するなど、一人ひとりの心身の状況に応じた適切な就

学指導、教育相談を行いました。 

１２９ページをお願いをいたします。外国人英語指導助手（ＡＬＴ）の配置

では、小・中学校において、ＡＬＴを積極的に活用し、児童生徒の英語教育の

更なる充実を図るとともに、幼稚園や保育園にも派遣をしながら、幼児期から

英語に触れる活動を行いました。次に、学習支援の実施では、学力及び学習意

欲の向上並びに地域コミュニティの活性化を図ることを目的に、教員ＯＢ等に

よるスクールサポートを行いました。 

１３０ページをお願いをいたします。教職員の健康管理では、町立小・中学

校に勤務する教職員の定期健康診断を行いました。次に、学校施設整備調査の

実施では、学校施設の老朽化の進展及び少子化に伴う児童・生徒数の減少が見

込まれるなか、本町の小中学校の適正規模・適正配置に向けた検討を進めるた

め、現状把握及び課題の整理などの調査を行いました。次に、不登校対策の充
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実では、不登校または不登校傾向の児童または生徒に対し、小集団での学習及

び諸活動を通して活動の場及び心の居場所を確保することにより、社会的な自

立を支援する、斑鳩町子どもと親のフリースペースくるむを設置しました。 

１３１ページをお願いいたします。スクールカウンセラーの配置及びスクー

ルカウンセラーの活用（県事業）では、従前からの奈良県からの派遣に加え、

令和３年度からは、町においてスクールカウンセラーを１名配置し、児童生徒

の学校における諸問題、案件の複雑化に対応することとし、相談体制の充実に

努めております。さらに、斑鳩南中学校に、心の教室相談員を配置し、生徒の

相談等に応じ、心にゆとりを持たせ、また、ストレスの軽減などに努めている

ところでございます。 

１３２ページをお願いいたします。小・中連携教育の実践では、小中連携教

育の３つの柱として、小中学校の教員が、英語部、斑鳩部、交流部の３つの部

門に分かれ、小学校と中学校の連携に関する活動を行いました。斑鳩町史の編

さんでは、中巻及び下巻の編さんに向けた調査を行いました。 

１３３ページをお願いいたします。続きまして、第３目 私立学校振興費で

ございます。令和元年１０月から幼児教育無償化制度が導入され、引き続き、

私立幼稚園に対して、保育料や入園料、預かり保育利用料について補助を行い

ました。さらに低所得、多子の世帯の保護者に対しては、給食材料費の内、副

食材料費につきまして補助を行いました。 

１３４ページをお願いいたします。続いて、第２項 小学校費でございま

す。第１目 学校管理費では、小学校の運営に係る費用として、小学校講師、

学校用務員等の人件費及び研修に係る経費の支出、消耗品及び庁用備品の購入

等を行うとともに、校舎の修繕や光熱水費の支出など、学校の維持管理に係る

経費を支出いたしました。小学校照明設備のＬＥＤ化では、斑鳩町地球温暖化

対策実行計画に基づき、各小学校の体育館の照明設備のＬＥＤ化改修工事を行

いました。次に、小学校講師の配置では、引き続き、斑鳩町独自の少人数学級

編制を実施しており、小学校第１学年、第２学年は１学級当たり３０人、第３

学年から第６学年までは１学級当たり３５人を基準としながら、平均児童数が

３０人を超える学年については、その学年の数に応じて加配を行うなど、少人

数教育の充実に努めました。 

１３５ページをお願いいたします。続いて、第２目 教育振興費でございま
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す。１３６ページをお願いいたします。小学校特別活動の推進では、児童の自

主性や個性を伸ばすため、運動会や芸術鑑賞など各種学校行事、学級活動及び

クラブ活動等の推進に努めました。次に、日本伝統文化の学習では、児童の伝

統文化に対する理解を深めることなどを目的に、斑鳩小学校では能楽、西小学

校では茶道、東小学校では和太鼓といった伝統文化の学習を行いました。 

１３７ページをお願いいたします。小学校図書の整備では、始業前の読書活

動や読み聞かせなど、児童の読書活動を推進する取組みを行うとともに、これ

らの活動をさらに充実するため、引き続き、町費により、３校で１名の学校司

書を配置いたしました。次に、小学校特別支援教育の充実では、難病を患う児

童の通学にあたり、校舎の窓に紫外線防止フィルムの貼付けを行いましたほ

か、障害に応じた特別な支援を行うため、通級指導教室の開室や、特別支援学

級入級児童の保護者に対して、経済的負担の軽減を図りました。 

１３８ページをお願いいたします。要保護・準要保護児童就学援助では、経

済的な理由のために就学困難な児童の保護者に対して、学用品、校外活動費及

び給食費等について援助を行いました。続いて、第３目 保健体育費でござい

ます。児童の健康管理では、学校医等による児童の定期健康診断を行いまし

た。 

１３９ページをお願いいたします。小学校給食の充実では、令和５年度にお

いては、物価高騰等に対応するため、学校給食費に対し、補助金を１食あたり

３０円から５０円に増額するとともに、小学校においては、月額４，２００円

の給食費について、令和６年１月分から３月分まで無償化いたしました。 

１４０ページをお願いいたします。続きまして、第３項 中学校費でござい

ます。第１目 学校管理費では、小学校費と同様に、中学校の運営に係る費用

として、中学校講師、学校用務員等の人件費及び研修に係る経費の支出、消耗

品及び庁用備品の購入等を行うとともに、校舎の修繕や光熱水費の支出など、

学校の維持管理に係る経費を支出いたしました。中学校照明設備のＬＥＤ化で

は、斑鳩町地球温暖化対策実行計画に基づき、各中学校の体育館等の照明設備

のＬＥＤ化改修工事を行いました。次に、中学校講師の配置では、引き続き、

町独自の少人数学級編制を実施し、全学年で１学級当たり３５人を基準とした

学級編制とし、平均生徒数が３０人を超える学年については、その学年の数に

応じて加配を行うなど、少人数教育の充実に努めました。 
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１４１ページ、続いて、第２目 教育振興費でございます。１４２ページを

お願いいたします。中学校特別活動の推進では、生徒の自主性や個性を伸ばす

ため、体育大会や芸術鑑賞などの各種学校行事、部活動及び校外活動等の推進

に努めました。次に、中学校図書の整備では、小学校と同様に、読書活動を通

じて生徒の人格形成や情操をより一層育む取組みを行うとともに、引き続き、

町費により、２校で１名の学校司書を配置いたしました。 

１４３ページをお願いいたします。中学校特別支援教育の充実では、障害に

応じた特別な支援を行うため、通級指導教室の開室や、特別支援学級入級生徒

の保護者に対して、経済的負担の軽減を図りました。 

１４４ページをお願いいたします。次に、要保護・準要保護生徒就学援助で

は、経済的な理由のために就学困難な生徒の保護者に対して、学用品、校外活

動費及び給食費等について援助を行いました。続きまして、第３目 保健体育

費でございます。生徒の健康管理では、学校医等による生徒の定期健康診断を

行いました。 

１４５ページをお願いいたします。中学校給食の充実では、令和５年度にお

いては、物価高騰等に対応するため、補助金を１食あたり３０円から５０円に

増額するとともに、中学校においては、月額４，６００円の給食費について、

令和６年１月分から、３月分まで無償化をいたしました。 

１４６ページをお願いいたします。続きまして、第４項 幼稚園費でござい

ます。第１目 幼稚園費では、幼稚園の運営に係る経費として、幼稚園教職員

に係る人件費の支出のほか、特別な支援を必要とする園児の保育充実のため、

引き続き、町費で臨時講師を配置するとともに、教員の資質向上のため、実践

的な指導力を身に付けるなどの研修を行いました。 

幼稚園照明設備のＬＥＤ化では、斑鳩町地球温暖化対策実行計画に基づき、

斑鳩幼稚園及び斑鳩東幼稚園の照明設備のＬＥＤ化改修工事を行いました。幼

稚園の運営では、令和３年度から、町立幼稚園において、預かり保育を開始

し、引き続き、幼児の健やかな育成と保護者への子育て支援の充実を図りまし

た。 

１４７ページをお願いいたします。園児の健康管理では、学校医等による園

児の定期健康診断を行いました。次に、幼稚園の解体撤去では、斑鳩西幼稚園

園舎の解体撤去に係る設計を行うとともに、レイモンド斑鳩こども園の開園に
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伴い、新園庭部分に関し、土地の分筆登記を行いました。 

１４８ページをお願いいたします。町立幼稚園に就園する園児の保護者の経

済的な負担を軽減するため、幼児教育の無償化として、保育料の徴収をしない

こととしております。このようななか、幼稚園給食費の援助として、給食の提

供につきましても、給食材料費、調理洗浄業務に係る経費について助成を行

い、さらに、低所得、多子の世帯の保護者に対しては、給食材料費の内、副食

材料費について助成を行っているところでございます。また、令和５年度にお

きましては、物価高騰等に対応するため、補助金を１食あたり３０円から６４

円に増額をいたしました。 

１４９ページをお願いいたします。続いて、第５項 社会教育費、第１目 

社会教育総務費でございます。家庭教育講座の開催では、子どもたちのより良

い成長を目指して、子育てや家庭教育について学び合う場として、子どもを持

つ保護者を主とした家庭教育講座を開催をいたしました。 

次に、ホリディ学園の開催では、日常生活において学校や家庭では体験しに

くい自然や社会の中での体験を通じて社会性を育み、自分を育てることや、地

域のリーダー育成を目的として、小学校４年生から６年生を対象としたホリデ

ィ学園を開校いたしました。学校・地域連携教育支援活動の推進では、休日や

学校長期休業等における子どもたちの安全・安心な活動拠点の確保などを目的

に、小学生低学年を対象に、ちびっこホリディ学園を開校いたしました。ま

た、学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の導入では、斑鳩小学校

と斑鳩南中学校への協議会設置に向けた協議・調整及び関係例規の制定等の準

備を進めました。 

１５０ページをお願いいたします。二十歳のつどいの開催では、小・中学校

の恩師によるビデオレターや、プロ野球オリックスバファローズの曽谷龍平投

手によるビデオメッセージ、ＪＲ法隆寺駅でのお祝いメッセージの表示など、

新成人の門出に花を添えていただきました。次に、人権セミナーの開催では、

一人ひとりが自分自身の課題として、生涯を通して人権問題に対する理解を深

めていただくため、６回の人権セミナーを開催いたしました。 

１５１ページをお願いいたします。続いて、第２目 公民館費でございま

す。公民館照明設備のＬＥＤ化では、斑鳩町地球温暖化対策実行計画に基づ

き、各公民館の照明設備のＬＥＤ化改修工事を行いました。 
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１５２ページをお願いをいたします。公民館教室の開催では、引き続き、生

きがいづくりや知識・技術の習得を図るため生涯学習の機会づくりの場として

公民館教室を開催いたしました。令和５年度においては、新たな取組みとし

て、夏休みや冬休みに親子で参加いただける特別教室を５教室開催いたしまし

た。続いて、第３目 文化祭費でございます。斑鳩の里文化芸術祭の開催で

は、令和５年度においては、式典と斑鳩町産業まつりを同日開催としたほか、

中高生による部活動発表の場のステージを開催いたしました 

１５３ページをお願いをいたします。続いて、第４目 文化財保存費でござ

います。町内遺跡の発掘調査では、平成３０年度から令和４年度までの５年間

実施した中宮寺跡周辺遺跡の範囲確認調査の成果を取りまとめた調査報告書を

作成いたしました。 

１５４ページをお願いいたします。文化財の維持管理では、斑鳩大塚古墳の

保存と活用に向けた環境整備として、墳丘上からの良好な展望を確保するた

め、墳丘上の樹木の伐採を行うとともに、階段への手摺の設置等を行いまし

た。次に、史跡藤ノ木古墳の公開では、春と秋の２回、事前申込みにより、石

室の特別公開を行いました。 

 １５５ページをお願いいたします。史跡中宮寺跡活用事業の実施では、ゴー

ルデンウィークの期間を中心に町民の方からいただいたこいのぼりを掲揚する

とともに、５月５日の子どもの日には、町内の子どもたちを対象としたイベン

トを開催いたしました。また、ボランティアの方の協力をいただきながら、コ

スモスを植栽するなど、身近な歴史公園として、親しみのある魅力づくりに努

めました。次に、文化財体験アプリの制作では、藤ノ木古墳の魅力を伝えると

ともに、一層の情報発信に向け、アプリを制作いたしました。また、法隆寺地

域の仏教建造物の世界遺産登録３０周年記念の事業として、文化財の啓発で

は、斑鳩町の文化財の存在やその内容について広く周知するため、町民等を対

象に文化財ガイドブックを作成し、町内全世帯に配布いたしますとともに、世

界遺産サミットの開催では、国内の世界遺産所在の地域間の連携を深めるとと

もに、世界遺産の魅力を広く発信するため、法隆寺聖徳会館において、世界遺

産サミットを開催いたしました。 

１５６ページをお願いいたします。続いて、第５目 図書館管理運営費でご

ざいます。図書館サービスの充実では、前年度に引き続き、町内の幼稚園、保
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育園に通う５歳児を対象に、図書館ご招待デーを実施をいたしました。 

次に、１５８ページにかけまして、町立図書館蔵書の充実でございます。令

和５年５月８日以降、新型コロナウイルス感染症の５類への移行に合わせて入

館制限を解除したことにより、来館人数等が増加をしております。また、令和

５年４月１日から、貸出対象者を斑鳩町在住・在勤・在学者とし、町民の方が

サービスを受けやすい環境を整備をいたしました。町立図書館の令和５年度末

現在の蔵書数は１７万４，７６６冊、３公民館図書室は３万７，６５９冊、計

２１万２，４２５冊となっております。 

１５８ページをお願いいたします。「図書館の充実」では、経年により不具

合の出ていた空調設備１系統について、更新工事を行いました。１５９ページ

をお願いをいたします。「電子図書館サービスの充実」では、電子図書館の使

い方について、操作説明会を開催するとともに、季節やテーマに沿った特集ペ

ージを作成するなど、利用の促進に努めました。続いて、第６目 文化財活用

センター管理運営費でございます。１６０ページにかけまして、「文化財活用

センターの運営」では、春季の企画展、秋季の特別展等を開催をいたしまし

た。次に、文化財活用センターの充実では、文化財活用センター利用者や藤ノ

木古墳見学者の利便性向上を図るため、駐車場を整備・増設をいたしました。 

１６１ページをお願いいたします。続いて、第６項 保健体育費、第１目 

保健体育総務費でございます。１６２ページにかけまして、マラソン大会の開

催では、令和３年度にＦＩＮＡＬを迎えたいかるがの里・法隆寺マラソン、斑

鳩三塔健康走ろう会に代わる新たなマラソン大会となる、第１回いかるがの里 

聖徳太子マラソンを開催いたしました。次に、学校体育施設の開放では、地域

住民の身近なスポーツ施設、地域のスポーツ活動の拠点として、小学校体育施

設について、土曜・日曜及び平日の夜間に住民に開放いたしました。 

１６３ページをお願いいたします。続いて、第２目 健民運動場費でござい

ます。健民運動場照明設備のＬＥＤ化では、斑鳩町地球温暖化対策実行計画に

基づき、健民運動場及び健民テニスコートの照明設備のＬＥＤ化改修工事を行

いました。 

１６４ページをお願いいたします。続いて、第３目 町民プール運営費でご

ざいます。町外プール利用の支援では、町民プールについては、施設の老朽化

と設備の不具合等により運営を休止することとし、その代替事業として、町外
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プール施設の利用に対し、利用料金の一部を助成いたしました。 

１６５ページをお願いをいたします。続いて、第４目 すこやか斑鳩・スポ

ーツセンター運営費でございます。生涯スポーツの振興を図るため、本町のス

ポーツ施設の拠点や身近なスポーツ拠点として、また、住民相互の交流の場と

して、引き続き、すこやか斑鳩・スポーツセンターの適切な管理運営・維持管

理に努めたところでございます。中央体育館照明設備のＬＥＤ化では、斑鳩町

地球温暖化対策実行計画に基づき、中央体育館及びテニスコートの照明設備の

ＬＥＤ化改修工事を行いました。次に、スポーツトレーニング室の運営では、

スポーツ振興くじ助成事業を活用し、トレーニングマシンの更新を行いまし

た。中央体育館空調設備の整備では、中央体育館の空調設備整備工事の実施に

向け、設計図書等の作成を行いました。 

以上、教育費にかかります決算の概要の説明とさせていただきます。よろし

くご審査賜りますようお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、第９款 教育費について、質疑をお受けいたしま

す。 横田委員。 

 

成果報告書の資料編の１３２ページです。 

一番下の斑鳩町史の編さんということで、たぶん予算５７５万７千円ついて

たと思うんですけど、決算が９４万円ということで、不用額の要因、それから

町史の編さんのスケジュールは順調にいってるか等々、確認したいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

平田生涯学習課参事。 

 

ただいま横田委員のおっしゃったことにお答えします。 

令和５年度の事業内容としましては、中巻及び下巻に向けた調査を進めまし

た。４３７万５千円の減額につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止

のために調査が実施できなかったこと等の理由から、業者への執筆者からの入

稿の見込みがなく、原稿作成業務が発生しないこととなったためでございま

す。 
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今後の予定としましては、新型コロナウイルス感染拡大による調査の遅れも

ございましたことから、町史編さん委員会においてご審議していただく中、町

史編さん委員会にてご審議いただき、中巻及び下巻の発刊を町制８０周年とな

ります令和９年度に同時刊行を目指すようスケジュールを見直したところであ

り、現在、各分野における調査及び執筆を進めていただいているところであり

ます。 

 

ありがとうございました。 

 

ほかにございませんか。 齋藤委員。 

 

資料編の１８ページです。総務で聞いたんですけども、企業版ふるさと納税

の受入れ状況のところで、奈良中央信用金庫から１００万円いただきまして、

それが不登校対策の充実事業ということになっておりますけれども、これは具

体的にどのようなものに使われたのか、教えてもらえませんでしょうか。 

 

仲村教委総務課長。 

 

資料編の１３０ページをご覧いただきたいんですが、こちらの不登校対策の

充実というところで１２９万４６６円執行しておりまして、こちらにふるさと

納税をいただいた分を充てております。 

こちらにつきましては、斑鳩町子どもと親のフリースペースくるむの運営費

という形となっておりまして、指導員の人件費のほか、こちら立上げに要しま

した備品購入費であったり公共下水道への接続、こうした経費に充てていると

いうこととなっております。以上です。 

 

ありがとうございます。 

そしたら１３０ページの不登校対策のそのひとつ前ですけども、学校施設整

備調査の実施とありまして、現状把握及び課題の課題の整理など基礎調査を実

施したとなってますけども、これのスケジュール、それから実施した内容の公

表等はどのような形になるのか、教えてもらえないでしょうか。 
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本調査におきましては、本町の小・中学校の適正規模・適正配置に向けた検

討を進めるため、現状把握及び課題の整理といたしまして、斑鳩町の人口動態

のほか、児童生徒数また学級数の過去の推移、そして児童生徒数及び学級数の

将来予測、校舎の劣化度調査、法令等に基づく適正な学校規模の考え方など、

こうしたことについての調査を実施いたしました。 

こちらにつきましては、今年度、立ち上げました子どもが輝く学校の未来構

想検討委員会のほうで、議論する検討用資料として取り扱っておりまして、こ

の委員会につきましては、おおむね２年間でこの方針を出していただくよう委

員会に諮問をさせていただいたところでございます。 

本資料につきましては、８月２０日に開催をされました第１回目の検討委員

会におきまして、この整備調査の資料を抜粋した内容を、資料として審議を行

ったところでございまして、現在、検討委員会の議事録の取りまとめを行って

いるところでございまして、取りまとめが完了次第、資料とともに議事録と一

緒に町のホームページのほうで公表していく予定となっておりますので、また

ご確認をお願いできればと考えております。よろしくお願いを申しあげます。 

 

議事録のそのホームページの公表の時期というのは、いつくらいにめどとし

て考えているんでしょうか。 

 

今月中を予定しております。 

 

もう一回、聞きますけども、基礎調査を前年度実施して、それでその検討資

料を基にして今年度と来年度、２か年かけて検討する。その後は、どんな流れ

でもって、検討した結果をどの辺でオープンするのか、委員会に出してくるの

か、その辺のところのスケジュール感というか、今考えてる状況を教えてもら

えませんでしょうか 

 

最終、諮問に対する答申という形で検討委員会からのご意見をいただく予定

としておりまして、その答申を受けまして、まず町としての方針を検討いたし

まして、またそれとともに議会のほうでもご相談をさせていただきながら、こ
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の小・中学校の適正規模・適正配置の在り方ということについてご相談し、方

針のほうを決定してまいりたいと考えております。 

 

と言いますと具体的に言いますと、２年間かけてですので、６年度、７年度

検討して、７年度末くらいに諮問して、それを、８年度末に答申が来て、それ

を町で検討して、その結果を令和８年度、令和９年度くらいのところでもって

具体的に見えてくるというふうな形でよろしいんでしょうか。 

 

暫時休憩します。 

 

（ 午後３時４７分 休憩 ） 

（ 午後３時４８分 再開 ） 

 

再開します。答弁、お願いできますか。 仲村教委総務課長。 

 

おおむね７年度の末で答申のほうを受けまして、８年度に町の方針等も含め

て議論をしていくような形で、町といたしましては考えているところでござい

ます。 

 

齋藤委員。 

 

ありがとうございます。 

１３１ページ、青少年のスクールカウンセラーの配置のところで、相談件数

が令和４年度と比べて令和５年度が倍近く増えております。これは、スクール

カウンセラーを１名配置してこの機能が強化になったから、今まで気づかなか

った人が発見できたから増えたのか、もしくは発見じゃなくて別のことで増え

たのかというのは、教えてもらえませんでしょうか。 

 

町で任用をしておりますスクールカウンセラーにつきましては、令和４年度

につきましては週３日の勤務でありましたが、令和５年度は１日勤務日数を増

やしまして４日としております。 
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また、週４日のうち３日は、斑鳩町小学校を拠点校として勤務を行っており

ますが、令和５年度から新たにそのうち１日につきましては、斑鳩中学校と斑

鳩南中学校にも隔週で勤務する形ということで、勤務を充実させたというとこ

ろから、相談件数の増につながっているものと考えております。 

 

分かりました。その次のところに、スクールカウンセラーの活用県事業とあ

りますけど、この県事業と斑鳩町の事業の違いというのは。 

 

スクールカウンセラーの活用、県事業につきましては県のほうで費用負担を

して派遣をしていただいておりまして、西小、東小それぞれ月１回程度、また

斑鳩中学校、南中学校ではおおむね月２回程度、県のほうから派遣をしていた

だいてるというところでございます。 

 

１３６ページですけれども、小学校特別活動の推進というところで、児童会

活動のところで、５年、６年児童生徒が委員会活動を実施しました。（飼育・

栽培委員会など）と書いてますけど、これは新聞によりますと夏休み等、例え

ば、ウサギを飼っていて生徒がその世話ができなくなって教員が世話をしてる

とか。だからもうそういう動物を飼うのはやめたとか、そういうふうなニュー

スがありますけども、斑鳩町では飼育・栽培委員会とかで今まで、夏休みとか

冬休みとか、どのように対応されているのか、教えてもらえませんでしょう

か。 

 

児童につきましては、この長期休業中のときに餌やりであったり水やりであ

ったりというために学校のほうに来ていただくということはございません。 

一応今、聞いております中では、斑鳩小学校のほうで烏骨鶏という鶏１羽を

飼育している状況ですが、こちらの餌やりにつきましては教員のほうが夏休み

に行っているということを聞いております。 

 

分かりました。教師の働き方とかというので今、問題になってますけども、

そういう面で負担にならないように引き続き、お願いしたいというふうに思い

ます。 
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齋藤委員 

それからもうひとつ、１３７ページですけども、小学校特別支援教育の充実

についてということで、通級指導教室の開設、在籍が１．５倍ぐらいに増えて

ますけども、これは、今まで希望されてなかった、希望しておったけども入れ

なかった人が入れるようになったのか、それとも何らかの事情で人数が増えた

のか、その辺のところを教えてもらえませんでしょうか。 

 

これまでから支援を要する児童につきましては、増加傾向ということになっ

ておりましたが、この通級指導教室につきましては、令和５年度から西小学校

におきまして、新たに通級指導教室が開始されたということもありまして、こ

の大幅な増加ということになっておると考えております。 

 

分かりました。ということは、これで３校ともこういう制度ができたという

ことでよろしいでしょうか。 

 

斑鳩町におきましては、３つの小学校とも、通級指導教室が自校方式で開始

されたということでございます。 

 

１４３ページ、今度は中学校の通級指導教室ですけども、これも人数が増え

てますけども、これもやはり同じような原因というか、二つの学校でもともと

あったんだけども人数が増えたのか、もしくはどちらかの学校でやり出したの

で増えたのか、この辺のところの理由、原因というのを教えてもらえませんで

しょうか。 

 

中学校につきましては、斑鳩町中学校のほうには通級指導教室がございます

が、南中のほうには先生のほうが出向いて行うという形の訪問の形を取ってお

ります。 

こちらにつきましては令和４年度、令和５年度も同様の状況でございますの

で、支援を要する生徒の増加ということが増加要因になっているものと考えて

おります。 

 

分かりました。１４９ページの下から二つ目のコミュニティスクールという
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ことで、令和６年４月から始めるようなことを聞きましたけども、これは具体

的にそのイメージというかですね、その辺のところが理解できないというか分

からないんですけども、どのような形でもって進めていくのか、地域と一緒に

ということですので、その辺のところを教えてもらえませんでしょうか。 

 

本庄教育次長。 

 

ご質問いただいておりますコミュニティスクール学校運営協議会制度でござ

います。 

こちらは、保護者また地域住民の意見を学校運営に反映させるというような

ところで、地域と共にある学校づくりを実現するための仕組みとなっておりま

す。今、委員もおっしゃっていただきましたように、当町におきましては令和

６年度において今年度におきまして、斑鳩町小学校また斑鳩南中学校で教育委

員会において、まずは委員の委嘱または任命を行いまして、６月１９日には斑

鳩南中学校、また６月２６日には斑鳩小学校において学校運営協議会をまず第

１回目ということで開催し、委員の方からのご意見をいただいたところでござ

います。 

今後、今、冒頭申しあげました保護者や地域住民の意見を学校に反映して、

地域と共にある学校づくりをどのようにしていくかというようなところで、引

き続いて、実効性のある協議会運営に向けて学校と共に取り組んでまいりたい

と、そのように思っております。 

 

今、ＰＴＡとかありますけども、それとの兼ね合いというんですか、それは

どのように捉えたらいいんでしょうか。 

 

まず、協議会の委員さんのほうに、学校をどのように運営していくのかとい

うところを学校と共に考えていただくというのが第一義的にございます。 

その中で、地域の住民の方にボランティアというか学校の活動支援というよ

うな形でお手伝いいただける部分があれば、地域住民の方にお手伝いいただい

たりというような形で進めていくというイメージを持っていただければという

ふうに思います。 
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ありがとうございました。あまりよく分かりませんけど。 

あと１５１ページのところの公民館のところですけども、前から公民館にＷ

ｉ－Ｆｉをつけてほしいということで希望がありましたけれども、実施済みで

しょうか、それともこれからでしょうか。 

 

公民館へのＷｉ－Ｆｉ整備につきましては、利用者の方からのご要望もある

ということで、議会のほうからも以前からお伺いをしておったところでござい

ます。 

そうした中、公民館教室、また公民館の貸館等により公民館を利用される方

を対象といたしまして、利便性の向上また学習機会の提供を図ることを目的と

して、本年１月、令和６年１月から利用者の最も多い中央公民館において、Ｗ

ｉ－Ｆｉルーターの貸出しというような形で試行的に行っているというところ

でございます。 

 

知らない人もいると思いますので、せっかくのルーターを設置してもらえま

すので、ＰＲで、住民が喜んでもらえるような形にしてもらえばありがたいな

というふうに思います。 

それからもうひとつ、１５４ページですけれども、中宮寺跡の維持管理のと

ころで、前からお願いしておりました駐車場の設置の件ですね、中宮寺跡の北

側に駐車場を設けるという話を聞いておりますけれども、具体的にはどのよう

な形でもって進んでいるのか、教えてもらえませんでしょうか。 

 

中宮寺跡歴史公園の駐車場の整備につきましては、以前から住民の方また議

会のほうからもご意見等、要望等いただいているところでございます。 

また、斑鳩町といたしましても、町といたしましても、中宮寺跡の活用に関

しまして、駐車場は必要であるというふうに認識をしているところでございま

す。 

そうした中、中宮寺跡の北側のところで東西の大規模な柱列、柱の跡が見つ

かったということで、今現在、先ほど、資料編のほうでのご説明もさせていた

だきましたけれども、平成３０年度から令和４年度にかけまして５年間、遺跡
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の範囲確認ということで調査をさせていただいて、令和５年度にそれらの取り

まとめを行ったと。並行して、文化庁あるいは奈良県との遺跡の追加指定とい

うことで、その柱跡が見つかった分について追加指定の調整を今現在、協議を

させていただいてるとでございます。 

ついては、年度内あるいはそれが完了いたしましたら、その範囲を外したと

ころで、予算等の当然、関係もございますので、整備に向けた検討を進めてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

 

ありがとうございました。終わります。 

 

ほかにございませんか。 溝部委員。 

 

行政財産の異動ということで、史跡藤ノ木古墳について史跡用地から公園に

分類換えされた理由というのをちょっと先ほどお伺いしたんですけれども。 

 

溝部委員、すみません、資料。 

 

すみません、斑鳩町一般会計及び特別会計決算審査意見書の２５ページなん

ですけれども、一番上のところです。 

先ほどの説明では、この分類を換えることで地方交付税の算入があるという

ふうに説明いただいたんですけど、令和５年にこれをやった理由というのをち

ょっと教えていただきたいんですけれども。 

 

本庄教育次長。 

 

史跡藤ノ木古墳、また史跡中宮寺跡に関しましては国指定の史跡ということ

で、史跡公園として教育委員会のほうで整備をさせていただいたところでござ

います。 

そうした同様の史跡公園につきましては、他市町村また都道府県におきまし

ては、都市公園法に基づく都市公園として位置づける場合と、また、都市公園

とはせずに公園の設置条例という形で条例を制定をいたしまして、史跡地の公



 - 104 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溝部委員 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

溝部委員 

 

 

 

 

 

 

 

園として位置づける場合の２通りがございます。 

一旦、都市公園として位置づけた場合には、簡単にまた元に戻す、都市公園

から外すということができないことでありましたりとか、管理部局の課題等々

もございまして、教育委員会といたしましては、当該公園をどのような形で位

置づけ、どのように保存活用していくかというようなところで、市町村の状況

等も調査をしながら検討してきたというところでございます。 

そうした中、多数の市町村の史跡公園の設置条例を確認をいたしますと、公

園における行為の制限、当該公園における行為の制限や、禁止事項等を当該市

町村の都市公園条例と同様に規定をされていること、また引き続き、文化財担

当課において管理をするようなところで調整ができましたので、史跡地を都市

公園法の公園に位置づけても、管理運営上特段の問題等は生じないというよう

なところから、今回、都市公園とさせていただいたというところでございま

す。 

 

令和４年までは、その管理にちょっと問題があったというか、課題があった

っていう認識ですかね。 

 

そうではなくて、課題に問題があったのではなくて、都市公園とすることで

課題・問題が生じてくるのではないかというようなところも含めて、他市町村

の状況等を確認させていただいて、特に問題が生じないというところから、今

回、都市公園にさせていただいたというところでご理解いただければと思いま

す。 

 

ありがとうございます。交付税算入があるということで、それまでにできて

たらいいのかなというふうに思ったので、ちょっと質問させてもらいました。 

続けて、主要な政策の成果報告書の１５１ページ、公民館のことについてな

んですけども、今、公民館で施設の予約をするときに、ちょっと時間はっきり

分からないんですけれども、受付のほうで９時から受け付けますというケース

と、８時半くらいでも受け付けますみたいなケースがあるんじゃないかなと思

うんです。 

９時から予約いけると思ってる人が来た場合に、もうすでに８時半に予約が
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埋まってたみたいなことがあったら。今まではもしかしたらないのかもしれな

いんですけども、何か後々トラブルになるんじゃないかなというふうに想像す

るんですけれども、ちょっとその辺どうなってるのか、またちょっと確認して

もらって、はっきり決まってないんだったら、はっきり決めたほうがたぶん、

後々のトラブルにならないのかなと思いますので、またちょっと、もしそうな

ってたらちょっと１回調べてもらえたらと思います。 

 

ありがとうございます。確認のほうをさせていただいて、今おっしゃってい

ただいたように、トラブル等発生しないような形で対応させていただけたらな

というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

お願いします。あと、続けて１６１ページのマラソン大会の開催ということ

で、第１回ファンランの部ということで開催していただきましたけれども、こ

れについての評価はどういうふうにされてるのかちょっとお聞かせください。 

 

今回、マラソン大会自体を大幅に見直しをさせていただくことで、令和５年

度第１回の大会をさせていただいたところでございます。 

従前から課題となっております、国道２５号線の南側の利用でありましたり

とか、あるいは交通規制の時間帯の関係でありましたりとか、そういったとこ

ろを種々検討もさせていただきながら、大会を２日間に分けることによって交

通規制時間の短縮化であったりとか、なるだけ住民の方にも迷惑をかけない

と。それとまた、ファンランにつきましては、いかるが溜池の周遊道路がちょ

うど完成をいたしまして、住民の方にもしっかり認知をいただいて、日常から

使っていただきたいというのも含めて、当該ファンランのコースを設定をさせ

ていただいたところでございます。 

評価ということなんですけれども、昨年度はなにぶん初めて、初回、第１回

目ということで、今資料にもございますように申込者数が３４２人ということ

になっております。ついては今年度２回目ということで、先日申込みのほうを

締め切らせていただいたんですが、今年度４８７名ということで、申込者の増

加もしているところでございますので、いろいろな大会を重ねることによりま

して、課題であったりとか改善点でありましたりとか、その辺りを毎回、見極
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めながら継続に向けた検討を進めていきたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

増えてるということでね、楽しみにされてる方もいらっしゃると思うんです

けれども、そのファンラン、結構なんか盛大にしていただいてるように思うん

です。そうなったときに、その職員さんの負担とか結構これ、事業費としては

８００万円、ｔｏｔｏの助成を受けてるから、町からの費用というのは２００

万円以内で収まるということだとは思うんですけれども、費用面だけではなく

って、町職員さんとかの負担、祝日でこのマラソン２回分けてますから、結

構、盛大にやっていただいてて、準備も大変なんじゃないかなと思うんですけ

れども、その辺はどんな感じですか。 

 

その辺りもおっしゃっていただいてますように当然、事務局といたしまして

は課題のひとつというふうに捉えております。 

というようなところで、昨年は１回目をさせていただいて、今年度、第２回

の開催に当たりましては、なるだけ協力職員、また協力スタッフの方の縮減を

図れる部分に関しては、減らすような形で見直しもしながら運用していくとい

う形で、今年度考えております。引き続き、そういったところも含めて、改善

できるところ改善すべきところはしながら、事業として今現時点での継続をし

ていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

ほかにございませんか。 奥村委員。 

 

１２９ページです。成果報告書資料編の１２９ページの一番下の段の学校教

育指導員の配置ということで、障害を有する子どもたちの就学支援の充実を図

るために配置されたということですけども、この指導員の方の活動というんで

しょうか、どのような活動をしていただいてるのかちょっと教えていただきた

いんですが。 

 

仲村教委総務課長。 
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こちらのほうは、教育委員会の事務局のほうに在籍をしておりまして、特に

支援を要するお子さんを持つ保護者さんからの就学相談等、受けさせていただ

いたり、この就学に関する委員会のほうの事務を主に担任したりということ

で、知識を生かしてそういった支援に当たっておるという状況でございます。 

 

ありがとうございます。今こういう就学支援が大変やはり重要になってくる

と思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

それと、次に１３０ページですけれども、不登校対策の充実ということで、

斑鳩町子どもと親のフリースペースくるむですけども、開設をしていただい

て、今現在の活動状況と利用人数について教えていただきたいと思います。 

 

斑鳩町子どもと親のフリースペースくるむにつきましては、昨年９月に開室

をさせていただいて、今日まで３人の児童生徒のほうが入室の手続きを行って

いただいております。 

今年度から新たに未然防止と初期対応の二つの柱で充実を図る、“アイ・キ

ャッチ”プロジェクトのほうを開始をさせていただいて、くるむにおきまして

も、新たに出席扱いとをする取扱いとをしております。また、くるむの認知度

の向上のため、不登校または不登校傾向の児童生徒の今年１月期末の保護者懇

談におきまして、くるむのチラシを紹介して、夏休みにつきましては通常閉室

としておるんですが、毎週火曜日のみ体験として開室をさせていただいて、こ

の期間で新たに２人の児童生徒のほうが、体験としてくるむのほうを利用して

いただいたところでございます。 

今後も、学校に通いづらいと感じておられる児童生徒の活動の場、及び心の

居場所の確保方策のひとつとして、くるむの活用を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 

ありがとうございます。今後ともよろしくお願いしたいと思っております。

それとあとひとつ、１３６ページでございます。 

小学校の情報教育の推進ということで、パソコン設置の状況というところが

出ておりますけれども、小学生の皆さんに今、コロナ禍も過ぎ去ってパソコン

の教育というのはどういうような観点で、今パソコン教育を推進をしていただ
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伴委員 

 

 

 

 

 

いているのか、その辺を教えていただきたいと思っております。 

 

こちらパソコンにつきましては、１人１台端末ということで、全児童生徒の

ほうにパソコンを貸与して配布しております。 

学習の観点からいいますと、個別最適な学びということと、共同の学びとい

うことで、それぞれのひとつのテーマであったりしたら、自分の考えをそのタ

ブレット端末を通じて発表するというような形であったり、それぞれの学習状

況に応じて、そのパソコンのほうを活用していくというような観点から、１人

１台端末を活用しているところでございます 

 

ありがとうございます。 

 

ほかにございませんか。 伴委員。 

 

１３９ページの下から二つ目の小学校のプールの維持管理と、もうこれは同

じように１４５ページの下から三つ目の中学校のプール維持管理、これはどの

ような工事なのか、どのような、これ維持管理の費用がかかってますけど、さ

れたのか教えてください。 

 

仲村教委総務課長。 

 

通常の塩素であったり、その水質管理にかかる部分であったり、ろ過器が故

障した場合につきましては、その修理のほうを行っておるというところが主な

維持管理の内訳でございます。 

 

やはり町民プールが閉鎖してる部分もありますので、この学校のプールとい

うのは非常に重要性といいますか、その辺があるので、そういう形で努めてほ

しいと。 

ということは、毎年これぐらいの費用をかけてやっていただいてるというの

は今、分かりましてんけど、これ、子どもたちとしたら、これは体育の授業と

いったら、６月ぐらいから夏休みにかけて利用するような形になってますけ
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ど、だいたいどれぐらい利用できるのか、体育の時間のみになってくるのか、

そのあたりどんな感じなんでしょう。 

 

近年の状況で申しあげますと、主に６月から７月を中心として、体育の授業

で１０コマ程度が、今プールの授業として実施をしているところでございま

す。 

 

夏休みと、もう私が子どものときだったら、夏休みもプールの日が何回かあ

って学校に行きましたけど、今現在はそういうのはもう行われてないというこ

となんですかね。 

 

そういった夏休みを利用した小学校でのプール授業とかいうのはやっており

ませんで、部活動において水泳部のほうが斑鳩町中学校にございますので、そ

ちらのほうで夏休みは利用しているという状況でございます。 

 

そういうような形でも、なんしか水に触れるというような形で今後ともよろ

しくお願いします。 

もうひとつ、ちょっとお聞きしたいのが、１６５ページの下から二つ目のス

ポーツトレーニング室の運営、非常に内容がよくなってます。正直、見せてい

ただいて、もう民間のトレーニングというのはよくできてますけど、勝ってる

ん違うかなというほどいい道具がそろってるんですけど、これについて、前も

ちょっと質問したことがありますけど、再度、聞くんですけど、クーラーの工

事期間中、ここは使えるようにしていただけるんですか、ちょっと教えてくだ

さい。 

 

本庄教育次長。 

 

今現在、進めております中央体育館の空調設備の工事でございますけれど

も、現場工事いうことで一部アリーナ、サブアリーナ、武道場を止めせていた

だく期間として１１月１日から２月８日を、今現在、予定をしております。 

先般、伴委員のほうからもご意見いただきましたように、ちょっと調整をさ
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せていただきまして、トレーニング室、研修室つきましては利用可能という形

で、事故のないように配慮しながら運営を継続していきたいとこのように思っ

ております。 

 

結構です。 

 

ほかにございませんか。 小城委員。 

 

資料編の１３１ページ、スクールカウンセラーの配置のところですけど、県

事業、たぶん、奈良県全域でやってる分で、これで足らずで斑鳩町でたぶん、

ほかの奈良県内の市町村に比べるとかなり高い水準でやっていただいてるのか

なというのは思ってて、これ県に対してもうちょっと、なかなか３９市町村あ

るので難しいかもしれないんですけど、もうちょっと要望というのはできたり

するものなんですか。 

 

仲村教委総務課長。 

 

なかなか県のほうでは、今現在、補助事業、こちらスクールカウンセラーの

単費に対する補助事業はやっておられないところですけれども、またこういっ

た事業をやっている中で、効果性も県のほうともまた相談しながら、財政的な

支援のほう等、相談またさせていただきたいと考えております。 

 

ありがとうございます。引き続き、高い水準で斑鳩町はやっていただけたら

ありがたいかなと思いますのでよろしくお願いします。 

それと１３５ページの小学校教育の充実というところ、幼稚園も中学校もあ

ると思うんですけど、幼稚園と中学校に関しては令和４年度から令和５年度に

関して、教育振興の状況というのは、金額面で言うと上がってるんですけど、

小学校だけ下がってるんですけど、これは主にどういうことをやられてるんで

すか。教材費とか。 

 

今、おっしゃっていただきました学校運営に使う教材の関係であったり、あ
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とは楽器や理科用の備品を購入したりということで、ちょっと年度によって購

入金額によって差が出るところもございますのでよろしくお願いいたします。 

 

だからあれですよね、別に小学校が手を抜いてるというわけじゃなくて、た

またま今年度こうなんだということですよね。分かりました。 

あと学校費のところも十分なのか十分じゃないのかというのは、もうちょっ

と町としても小学校、中学校等々と話し合っていただいて、例えば小学校で教

育費が足りてないから例えばＰＴＡさんお願いしますよとか、というような話

もあると思うので、その辺を教育費のところというのを、もうちょっと学校の

要望というところを聞いていただけたらなというのは思うんですけど、そのあ

たりって。 

 

予算につきましては、全体的な予算の総額がある中で、学校のほうから上が

ってきたご相談につきましては、優先順位を定めながら効果の高いものからや

っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申しあげま

す。 

 

はい、分かりました。その点については、ありがとうございます。よろしく

お願いします。 

次のページの１３６ページの小学校の特別推進のところ、先ほど同僚委員か

ら質問があったんですけど、学校の飼育とかの、夏休み期間とかというところ

なんですけど、働き方改革等々もあるとは思うんですけど、働き方改革って一

体どこまでを思ってて、言えば甘くすれば甘くできるし、どこまでのことを思

ってどこまでの範囲なのかというのって、何か分かる範囲でお示し願えます

か。それは働き方改革によってなくすべきだと町は思ってるのか、夏休みの飼

育に関して、そのあたりってどう思っておられますか。 

 

山本教育長。 

 

私のほうから回答させてもらいたいと思うんですけども、教員の働き方改革

で基本的なのは、教師がしなくてはならない仕事なのか、しなくても他の誰か
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にお願いしてするものなのか、というように大別することができるんですけど

も、飼育につきましては、これは学校教育の観点でやってるものなんです。 

ですから、働き方改革とはちょっと離れたところで、先生方が嫌々してるん

ではないんです。夏季休業中、長期休業中は教員は当然、勤務を要する日なの

で、その時間帯を活用してしますよと。そのことによって子どもたちが熱中症

になってもらったら困るという先生方の思いもありますので、そこは強制的に

先生方がしなければならないとも考えてませんし、もし来れないと言うなら

ば、ＰＴＡの方にお願いするということもあるか分からないですけども、斑鳩

町においては現状的にはそういうことは考えておりませんし、先生方の要望と

しても上ってはいません。 

ただ、働き方改革につきましては、丁寧に対応していきたいと思ってます。 

 

教育長ありがとうございます。教育委員会としての方針というのが分かりま

したので、そのように努めていただければと思います。 

同じページの日本伝統文化学習のところなんですけど、これは斑鳩小学校と

西小学校は学年単位で開催されていて、斑鳩東小学校はこれは希望した生徒の

みという形なんですか。 

 

仲村教委総務課長。 

 

そのとおりです。 

 

どこまでの差が、この回数も、ものによっては全然違いますし、どこまでが

公平なのかというと分からないですけど、昔ってたぶん、斑鳩東小学校って雅

楽をやってたかなと思うんですけど、たぶん学年単位でやってたと思うんです

よ。だから、何かそういう形で東小学校も何とかできないのかなというふうに

思うんですけど、そのあたりっていかがですか。 

 

こちらの伝統文化の学習につきましては、やはり指導者というのが不可欠で

ございますので、そういった指導者との調整をどのように図っていけるかどう

かということを、また学校とも相談しながら検討していきたいと考えておりま
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す。 

 

ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

 

ほかにございませんか。 中川議長。 

 

１３７ページから始まる小学校の図書の廃棄、中学校の図書の廃棄、図書館

の図書の廃棄の廃棄の方法について、お聞かせをいただきたいです。 

 

仲村教委総務課長。 

 

小学校・中学校ともに町費で図書館司書のほうを配置しておりまして、そち

らのほうが蔵書点検の中で、古くなった図書につきまして廃棄をしておるとい

うような方針でございます。 

 

本庄教育次長。 

 

図書館におきましては図書司書のほうがおります。 

例えば、配架している図書のほうが年数が経過をしておって、内容的に時代

にそぐわない、内容が変わってしまってる部分がありましたりとか、あるいは

傷みが激しい分でありましたりとか、そういったものを蔵書点検というような

形で、全図書を確認もしながら毎年しておりますので、そういったところで、

廃棄に相当するものというところでありましたら、廃棄をしたところでござい

ます。 

 

いや聞きたいのは廃棄の方法。どんな廃棄をしているのか、廃棄の方法。こ

の決算に影響額はあったのか、なかったのか。 

 

図書館のほうで申しあげますと、業者のほうに回収をしてもらって、その分

は雑入という形で廃棄処分料として、ちょっと金額のほうは今すぐ、すみませ

ん、出てこないんですけれども、そういった形で回収業者に渡すという形でさ
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せていただいております。 

 

仲村教委総務課長。 

 

小・中学校につきましては入のほうが発生しておりませんので、ちょっとこ

ちらのほうは、また廃棄の方法等については、通常の古紙と同じような形でや

ってる可能性もありますので、また確認をしてまいりたいと考えております。 

 

過去に監査で、斑鳩中学校が教師が勝手に廃棄したみたいですと。金いった

んか、いってないのか、もろたんかと。分かりませんと。それはあかんやろ

と、斑鳩町の財産やろうと。町がきっちりそれは廃棄するんやったら、町の責

任の中でしてくれと。資源物で有償でたぶん、処理してくれるやろということ

から、学校もそうないなっててんけどなあ。今なってないの、また。難儀なこ

っちゃな。 

 

全体のほうの別のやつで資源の入としてもありますので、そこの中にちょっ

と含まれているまでかというのが、私自身が今把握をしていませんので、その

あた辺りにつきましては、きちっと確認をしてまいりたいと考えております。 

 

お金、斑鳩町の費用で買った財産やから、やっぱりお金になるもんはお金に

して処分していただきたいと、そのようにお願いしておきます。以上です。 

 

ほかにございませんか。 小城委員。 

 

１点だけ、１５５ページの文化財の体験アプリの制作のところで、たぶんこ

れは去年つくられて、初期投資と作成費用等で５４８万９千円というところだ

と思うんですけども、これは今後って、ちょっと予算のところはっきり覚えて

なくて、今後のランニングコストといいますか、毎年どれぐらい管理費がかか

っていくんですか。 

 

平田生涯学習課参事。 
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ただいま１年間は保証期間でございますので、何かあってもその分は無料で

していただくということになっておりまして、来年度の保守管理の一応、概算

の予算というのはつかんでおりまして、だいたい２０万円から３０万円程度の

保守管理費用の委託がかかるということを聞いております。 

 

そうですね。アプリもせっかくつくって、拝見させていただきましたけど、

内容等々、利用者が利用してもらいやすいようにとか、目立つような内容にし

ていただければなと、日々改善を努めていただければと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。以上です。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

そしたら私のほうから１点お尋ねしたいんですけども、１６４ページの町外

プールの利用支援ですね、こちらのほうは令和５年度からスタートされて、町

民の皆さんも喜んでいるので、このこと自体は別に否定するものではないんで

すけれども、ただ、聞くところによりますと、三郷町のプールなんかを利用さ

れても、非常にもう混雑をしていたということを聞いていまして、実際の利用

状況とか、町のほうとしてどういうふうに評価されているのか、その辺のとこ

ろをお聞かせいただけますか。 本庄教育次長。 

 

今、委員長がおっしゃっていただいておりますように、昨年度、コロナが５

類に移行したというようなところもありまして、県営プールまた三郷町のプー

ル、それぞれ過去最高の来場者数であったというようなところで、非常に混雑

をしておったというところは確認をしているところでございます。 

 

最初に言いましたけど、町民の皆さん喜んでますので、別にこれをやめると

かそういう話ではないんですけど、もともとというか、今も町民プールの代替

事業として町としては取り組んでおられるんですけど、果たして代替になって
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いるのかなという点が疑問なんです。ですので、やはり私は町民の皆さんはで

すね、学校以外でもきちっとプールとして利用できるような体制を取ってほし

いなと。 

この間、いろいろ町のほうとしても検討されてるかと思うんですけど、各町

のそれぞれのプールが廃止になってきている中で、例えば、生駒郡でとか、も

うちょっと広域の規模でプールをつくるとかいう方法について、協議・検討し

ていっていただきたいと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

 

町民プールの今後の在り方につきましては、これまでと同じ答弁にはなって

しまうかなというふうには思いますけれども、代替事業の状況等も見ながら

種々検討していきたいとこのように思っております。 

 

今後いろいろな施設の更新等の費用がかかってくる中で、町のほうも答弁し

にくいとは思うんですけど、やはり私は必要なものだというふうに思いますの

で、適正な規模でプールを利用できるような施設づくりを検討していっていた

だきますように要望しておきたいと思います。 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、第９款 教育費に対する質疑を終結します。 

以上で、教育委員会所管に係る決算審査を終わります。 

以上をもちまして、当委員会に付託されました各会計の決算の審査を終わり

ます。 

審査結果についてとりまとめのため、暫時休憩します。 

 

（ 午後４時３１分 休憩 ） 

（ 午後４時４５分 再開 ） 

 

再開します。 

それでは、これより認定第２号から認定第７号までの６議案につきまして、
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順に採決してまいります。 

はじめに、認定第２号 令和５年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、お諮りします。 

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、認定第２号 令和５年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ては、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。 

次に、認定第３号 令和５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、お諮りします。 

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、認定第３号 令和５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定については、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しま

した。 

次に、認定第４号 令和５年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてお諮りします。 

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、認定第４号 令和５年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算
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の認定については、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しまし

た。 

次に認定第５号 令和５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について、お諮りします。 

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、認定第５号 令和５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定については、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しまし

た。 

次に、認定第６号 令和５年度斑鳩町水道事業会計決算の認定についてお諮

りします。 

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、認定第６号 令和５年度斑鳩町水道事業会計決算の認定について

は、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。 

次に、認定第７号 令和５年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定について、

お諮りします。 

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 
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よって、認定第７号 令和５年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定について

は、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。 

以上をもちまして、本会議から付託を受けました、決算認定に係る議案の審

査はすべて終了いたしました。 

なお、当委員会の審査結果報告については、正副委員長にご一任いただきた

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、閉会にあたり、副町長の挨拶をお受けします。 加藤副町長。 

 

（ 副町長挨拶 ） 

 

皆さんには、２日間にわたりまして熱心に審査を賜り、本当にありがとうご

ざいました。 

以上で、決算審査特別委員会を閉会します。どうもお疲れさまでした。 

 

 

                   （ 午後４時４９分 閉会 ） 

 

 

 


